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②
仏
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本
稿

は
、
大
極
殿
で
行
な
わ
れ
た
儀
式
を
素
材
と
し
て
、
日
本
古
代
史
の
時
期
区
分
を
論
じ
、
と

り
わ
け
四
字
年
号
時
代
（
七
四
九
～
七
七
〇
）
の
時
代
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
即
位
儀
・
朝
賀
儀
に
お
い
て
大
極
殿
前
庭
に
列
立
さ
れ
た
七
基
の
宝
瞳
に
つ
い
て

再
考
す
る
。
私
は
か
つ
て
、
（
こ
宝
瞳
の
基
礎
部
分
は
常
設
の
美
し
い
構
築
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
（
二
）

平
城
宮
に
は
中
央
区
・
東
区
と
い
う
二
つ
の
大
極
殿
院
が
あ
る
が
、
両
区
と
も
に
宝
瞳
樹
立
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
論
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
金
子
裕
之
は
、
吉
川
説
は
遺
構
解
釈
に
お
い
て
重

大

な
過
誤
を
犯
し
て
い
る
と
し
、
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
院
で
宝
瞳
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
、
東
区
大

極
殿
院
で
宝
瞳
基
礎
部
分
が
常
設
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る
。
ま
た
西
本
昌
弘
は
、

中
央
区
大
極
殿
院
の
宝
瞳
遺
構
は
称
徳
朝
の
西
宮
に
伴
う
も
の
と
す
る
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
。

こ
れ
ら
の
反
論
を
逐
一
吟
味
し
た
と
こ
ろ
、
と
も
に
遺
構
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
と
言
う
べ
き
、
同
位
置

で
何
度
も
立
て
替
え
が
な
さ
れ
る
宝
瞳
の
特
異
性
が
十
分
配
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
私
見
を
改
め
る
必

要
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
さ
ら
に
宝
瞳
と
一
連
の
荘
厳
施
設
で
あ
る
衛
府
儀
杖
に
つ
い
て

は
、
そ
の
意
匠
が
一
新
さ
れ
た
の
は
天
平
宝
字
二
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
の
唐

風
化
政
策
と
の
関
わ
り
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
金
子
の
強
調
す
る
桓
武
朝
の

画
期
性
は
さ
ほ
ど
重
視
で
き
な
い
。

　
第
二
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
が
手
薄
で
あ
っ
た
、
大
極
殿
で
の
仏
教
儀
礼
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

平
安
時
代
、
大
極
殿
法
会
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
御
斎
会
で
あ
り
、
そ
れ
は
年
頭
に
お
け
る
最
勝
王

経
講
讃
の
儀
と
し
て
、
称
徳
朝
に
始
修
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
御
斎
会
の
意
義
は
、
そ
の
空
間
構

造
か

ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
く
つ
か
の
復
原
案
を
取
捨
し
つ
つ
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
（
二

天
皇
御
座
の
高
御
座
が
盧
舎
那
仏
の
仏
座
に
用
い
ら
れ
、
（
二
）
高
御
座
を
置
く
方
形
の
壇
が
須
弥
壇

と
さ
れ
、
（
三
）
大
極
殿
全
体
が
「
講
堂
」
と
呼
ば
れ
る
仏
堂
に
変
じ
、
さ
ら
に
（
四
）
朝
堂
院
が
僧

房
・
供
養
所
な
ど
に
利
用
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
特
徴
が
確
認
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
講
堂
・
食
堂
・

僧
房
と
い
う
主
要
施
設
を
も
つ
仮
設
寺
院
が
、
毎
年
正
月
の
一
週
間
、
古
代
王
宮
の
中
枢
部
に
出
現

し
た
訳
で
あ
り
、
法
会
の
連
動
性
か
ら
考
え
て
、
こ
の
仮
設
寺
院
は
諸
国
国
分
寺
を
統
括
す
る
「
総

国
分
寺
」
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
画
期
的
な
大
極
殿
利
用
法
と

言
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
称
徳
朝
の
「
仏
教
政
治
」
下
の
異
常
事
態
で
は
な
い
。
平
安
時
代
に
そ
の
ま

ま
年
中
行
事
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
を
一
つ
の
原
動
力
と
す
る
「
文
明
化
」
の

到
達
点
の
表
現
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
・
二
章
に
お
け
る
大
極
殿
儀
式
の
検
討
は
、
主
た
る
素
材
と
論
点
を
全
く
異
に
し
て
い
る
が
、

時
期
区
分
論
に
つ
い
て
は
同
じ
方
向
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
光
仁
・
桓
武
朝
の
画
期
性
を
強
調

し
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
異
議
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
直
前
に
位
置
す
る
四
字
年
号
時
代
の
再
評
価
で
あ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
四
字
年
号
時
代
、
特
に
そ
の
頂
点
と
も
言
え
る
称
徳
朝
は
「
奈
良
時
代
の
袋
小
路
」

で
は

な
く
、
き
わ
め
て
先
鋭
的
・
躍
動
的
・
創
造
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
王
権
へ
の
権
力
集
中
、
国

家
財
政
の
富
裕
化
、
中
国
文
明
へ
の
没
入
な
ど
を
伴
い
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
の
「
文
明
化
」
過
程
が
総

括

さ
れ
、
平
安
時
代
の
政
治
・
文
化
・
宗
教
の
直
接
の
基
盤
が
こ
の
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
。
光
仁
・

桓
武
朝
も
確
か
に
小
画
期
と
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
余
り
に
そ
れ
ば
か
り
を
強
調
す
る
と
、
桓
武
の
宣

揚
し
た
「
王
朝
交
替
の
物
語
」
に
取
り
込
ま
れ
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

7



国立歴史民俗博物館研究報告

　第134集2007年3月

序　
歴

史
研
究
に
お
い
て
、
時
代
区
分
論
は
諸
研
究
の
総
括
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
時

代
の
転
換
点
‖
画
期
は
い
つ
か
、
何
を
も
っ
て
転
換
（
移
行
）
の
指
標
と
見
な
す
か
、

転
換

（移
行
）
の
要
因
は
何
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
実
証
的
研
究
に
基
づ
い
て
論
じ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
転
換
点
の
前
後
に
あ
る
時
代
に
関
す
る
十
分
な

認
識

を
必
要
と
す
る
。
か
く
し
て
提
示
さ
れ
た
時
代
区
分
論
は
、
各
時
代
・
各
分
野

の

個
別
研
究
に
一
定
の
指
針
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
史
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、

一
般

に
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
・
現
代
と
い
う
時
代
区
分
が
採
用
さ
れ
て
い
る

が
、
転
換
（
移
行
）
の
時
期
・
指
標
・
要
因
に
関
す
る
見
解
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

そ
れ
は
研
究
者
個
人
の
史
実
認
識
と
大
局
観
に
拠
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

そ
し
て
各
時
代
に
つ
い
て
も
、
そ
の
特
質
と
展
開
を
考
え
る
た
め
に
は
、
よ
り
細

か

な
時
期
区
分
論
が
要
請
さ
れ
る
。
日
本
古
代
史
で
は
、
古
墳
時
代
・
飛
鳥
時
代
・

奈
良
時
代
・
平
安
時
代
と
い
う
時
期
区
分
が
あ
る
が
、
こ
こ
半
世
紀
を
振
り
返
っ
て

み
れ

ば
、
特
に
律
令
体
制
の
形
成
・
変
質
・
解
体
の
時
期
と
要
因
に
つ
い
て
、
数
多

く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
び
の
「
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
都
市
」

な
る
共
同
研
究
も
、
そ
う
し
た
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
な
時
期
区
分
論
を

切
り
開
こ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
　

　
私

も
日
本
古
代
史
の
時
期
区
分
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
発
言
を
し
て
き
た
が
、
本

稿
で
は

大
極
殿
儀
式
を
素
材
に
し
て
、
主
に
四
字
年
号
時
代
（
七
四
九
～
七
七
〇
）

の

時
代
相
を
論
じ
た
い
。
第
一
章
で
は
朝
儀
に
用
い
ら
れ
た
宝
瞳
、
第
二
章
で
は
大

極
殿
の
仏
教
行
事
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
律
令
体
制
の
諸
段
階
、
あ
る

い

は
古
代
の
時
期
区
分
に
関
す
る
試
論
を
示
し
た
い
と
思
う
。

0
朝
儀
宝
瞳
再
論

1

大
極
殿
儀
式
に
お
け
る
宝
瞳

　
日
本
の
古
代
王
宮
に
お
い
て
、
大
極
殿
は
天
皇
に
よ
る
国
家
統
治
を
象
徴
す
る
巨

大
建
築
で
あ
る
。
大
極
殿
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
（
儀
礼
・
政
務
）
が
行
な
わ
れ
た

が
、
な
か
で
も
天
皇
位
の
継
承
を
宣
告
す
る
即
位
儀
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

ま
た
毎
年
元
日
に
執
行
さ
れ
る
朝
賀
儀
も
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
儀
礼
構
造
を
も
っ
て

い

た
。
即
位
儀
・
朝
賀
儀
に
は
多
様
な
荘
厳
装
置
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
に

大
極
殿
南
庭
に
樹
立
さ
れ
た
七
基
の
宝
瞳
が
あ
る
。
烏
形
瞳
・
日
像
瞳
・
月
像
瞳
・

青
龍
旗
・
朱
雀
旗
・
白
虎
旗
・
玄
武
旗
が
、
そ
れ
ぞ
れ
高
さ
三
丈
の
柱
に
取
り
付
け

ら
れ
、
東
西
方
向
に
立
て
並
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
図
1
）
。
そ
の
初
見
は
『
続
日

本
紀
』
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
正
月
乙
亥
朔
条
で
、
朝
賀
儀
に
際
し
て
藤
原
宮
大
極

殿
閤
門
の
も
と
に
烏
・
日
月
・
四
神
か
ら
な
る
瞳
幡
を
立
て
た
と
し
て
お
り
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
大
宝
律
令
施
行
に
伴
う
儀
礼
整
備
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。

　

日
本
古
代
の
朝
儀
宝
瞳
の
形
状
は
、
一
二
世
紀
に
成
立
し
た
『
文
安
御
即
位
調
度

図
』
か
ら
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
三
年
、
平
城
宮
東
区
大
極
殿
院
の

発
掘
調
査
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
同
図
に
合
致
す
る
宝
瞳
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
（
図

2
）
。
そ
れ
は
東
西
三
・
二
～
三
・
六
m
、
南
北
一
・
五
m
、
深
さ
一
・
二
m
の
隅
丸

長
方
形
の
土
坑
が
、
大
極
殿
基
壇
南
端
か
ら
二
四
m
（
八
〇
尺
）
の
位
置
に
、
二
四

～
二
六
尺
間
隔
で
東
西
一
直
線
に
並
ぶ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
九
九
七
年
、
長
岡

宮
大
極
殿
院
で
も
同
じ
よ
う
な
遺
構
が
発
見
さ
れ
、
即
位
儀
の
な
か
っ
た
長
岡
宮
で

も
宝
瞳
が
樹
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

こ
う
し
た
調
査
成
果
を
う
け
、
私
は
遺
構
と
文
献
史
料
、
な
か
ん
ず
く
儀
式
書
記

事
と
『
文
安
御
即
位
調
度
図
』
諸
本
の
描
写
法
を
再
検
討
し
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

な
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
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一

、
宝
瞳
樹
立
の
基
礎
部
分
（
瞳
柱
管
）
は
常
設
さ
れ
、
朱
塗
り
の
木
組
み
と
金
色

　
の
宝
珠
か

ら
な
る
美
麗
な
も
の
で
あ
る
。
儀
式
の
直
前
に
な
っ
て
、
瞳
幡
を
つ
け

　
た
黒
塗
り
の
柱
が
挿
入
さ
れ
た
。

二
、
平
城
宮
で
は
東
区
大
極
殿
院
の
み
な
ら
ず
、
中
央
区
大
極
殿
院
に
も
宝
瞳
遺
構

　
が
残
っ
て
お
り
、
大
宝
元
年
以
来
ず
っ
と
、
同
じ
構
造
の
宝
瞳
が
即
位
儀
・
朝
賀

　
儀
で
樹
立

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
宝
瞳
遺
構
の
相
互
関
係
、
お
よ
び
大
極
殿
と
の
位
置
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
長

　
岡
宮
に
は
「
荘
麗
な
朝
廷
儀
礼
に
適
し
た
理
想
的
宮
室
へ
の
回
帰
」
と
い
う
一
面

　
が
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

2

金
子
裕
之
説
と
西
本
昌
弘
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
右

に
示
し
た
私
見
は
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
W

へ
の
批
判
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
発
掘
調
査
に
携
わ
り
、
報
告
書
を
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

筆
し
た
金
子
裕
之
か
ら
厳
し
い
反
論
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
子
説
の
論
旨
と

そ
の
根
拠
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

A
、
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
院
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
「
S
B
七
一
四
一
」
（
図
3
）
は

　
八
世

紀
初
頭
に
遡
ら
な
い
。
こ
れ
は
常
設
瞳
柱
管
が
平
城
宮
当
初
か
ら
あ
っ
た
と

　
す
る
吉
川
説
に
矛
盾
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　

（論
拠
）
「
S
B
七
一
四
一
」
の
時
期
は
、
報
告
書
に
よ
れ
ば
第
H
期
（
奈
良
時
代

　
　
後
半
）
な
い
し
第
皿
期
（
平
安
初
期
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
S
B
七
一
四
一
」

　
　
は
第
－
期
（
奈
良
時
代
前
半
）
の
溝
S
D
七
一
四
二
と
重
複
す
る
か
ら
、
そ
れ

　
　
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

B
、
同
「
S
B
七
一
四
一
」
は
一
棟
の
建
物
遺
構
で
あ
っ
て
、
二
時
期
の
宝
瞳
遺
構

　
で
は
な
い
。

　

（論
拠
）
発
掘
時
の
野
帳
に
よ
れ
ば
、
「
S
B
七
一
四
一
」
の
底
面
は
平
ら
で
脇
柱

　
　
の
痕
跡
が
な
く
、
宝
瞳
遺
構
と
は
異
な
る
。
柱
堀
形
は
一
回
分
で
、
柱
抜
き
取

　
　
り
痕
跡
も
南
北
方
向
の
位
置
が
よ
く
対
応
す
る
か
ら
、
二
時
期
の
遺
構
、
ま
し

玄武旗　　日像憧　　　　　　　銅■瞳　　　　　　　月像瞳　　　　　　　白虎旗

　　　　　　　　　（烏像瞳）

『文安御即位調度図』の宝憧（原図どおり天皇から見たさま）

朱雀旗蒼龍旗

青龍旗

図1
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て

や
宝
瞳
遺
構
で
は
な
い
。

C
、
平
城
宮
東
区
大
極
殿
院
の
宝
瞳
遺
構
は
他
の
仮
設
遺
構
よ
り
新
し
く
、
常
設
施

　
設
の
遺
構
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
（
論
拠
）
東
区
大
極
殿
院
南
庭
に
は
、
a
期
～
d
期
と
い
う
四
期
の
仮
設
遺
構
群
が

　
　
あ
る
が
、
宝
瞳
遺
構
は
d
期
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
c
期
の
舞
台
状
遺
構
S
B

　
　
一
一
二
六
五
・
一
一
二
六
六
と
は
重
複
す
る
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
も
の
と
な
る
。

　
さ
ら
に
金
子
は
、
検
出
さ
れ
た
衛
府
儀
杖
遺
構
に
掘
立
柱
式
は
珍
し
く
、
そ
れ
は

宝
瞳
と
同
じ
く
新
し
い
樹
立
方
式
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
大
極
殿
の
四
隅
を
囲
ん
で

存
在
す
る
宝
瞳
遺
構
は
（
吉
川
は
論
拠
を
示
さ
な
か
っ
た
が
）
仏
教
関
係
の
も
の
か

も
し
れ
な
い
こ
と
、
の
二
点
を
付
け
加
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
付
随
的
論
点
と
見
る
べ

く
、
金
子
の
反
論
の
核
心
は
A
～
C
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
要
す
る
に
、
吉
川
説

は
遺
構
解
釈
に
お
い
て
重
大
な
過
誤
を
犯
し
て
い
る
と
し
、
中
央
区
大
極
殿
院
で
宝

瞳
が
立
て

ら
れ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
東
区
大
極
殿
院
に
お
け
る
瞳
柱
管
常
設
を
も

否
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
若
干
の
修
正
を
施
し
つ
つ
も
「
後
の
大
儀
に
連
な
る

宝
瞳
遺
構
は
そ
の
契
機
を
桓
武
天
皇
と
結
び
つ
け
て
説
き
、
平
安
朝
儀
式
の
基
を
こ

こ
に
求
め
る
」
と
述
べ
、
か
ね
て
よ
り
の
見
解
を
堅
持
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　

そ
の
後
、
西
本
昌
弘
も
宝
瞳
遺
構
に
関
す
る
新
説
を
発
表
し
た
。
西
本
は
孝
謙
・

称
徳
天
皇
の
西
宮
を
再
検
討
す
る
な
か
で
、
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
院
「
S
B
七
一

四
一
」
に
言
及
し
て
、

α
、
「
S
B
七
一
四
一
」
の
構
造
は
類
例
が
な
く
、
二
列
の
宝
瞳
遺
構
と
見
た
ほ
う
が

　
よ
い
。

β
、
「
S
B
七
一
四
一
」
の
時
期
は
、
報
告
書
ど
お
り
第
H
期
か
第
皿
期
と
考
え
る
べ

　

き
で
あ
る
が
、
第
皿
期
は
平
城
太
上
天
皇
期
で
あ
る
か
ら
、
第
H
期
の
も
の
、
す

　

な
わ
ち
称
徳
の
西
宮
に
お
け
る
朝
賀
儀
で
立
て
ら
れ
た
宝
瞳
（
一
列
は
称
徳
受
朝
、

　
一
列
は
道
鏡
受
賀
の
際
の
も
の
）
の
痕
跡
と
見
な
さ
れ
る
。

と
い
う
独
自
の
考
え
方
を
示
し
た
。
か
く
解
釈
す
る
こ
と
で
、
大
極
殿
・
宝
瞳
問
の

距
離

に
立
脚
す
る
吉
川
説
に
疑
問
を
呈
し
、
「
長
岡
宮
に
お
け
る
回
帰
現
象
は
認
め

ら
れ
な
い
」
と
も
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
本
は
、
α
で
金
子
説
の
論
点
B
を

退

け
、
β
で
論
点
A
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
称
徳
朝
の
西
宮
に
お
け
る
宝
瞳
樹
立

と
い
う
斬
新
な
見
解
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

3
　
金
子
説
・
西
本
説
の
吟
味

　
金

子
裕
之
説
は
発
掘
調
査
当
事
者
の
見
解
と
し
て
重
み
が
あ
り
、
中
央
区
大
極
殿

院
調
査
時
の
野
帳
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
た
点
も
貴
重
で
あ
る
。
西
本
昌
弘
説
も
調
査

知
見
を
よ
く
姐
噌
し
、
新
し
い
論
点
を
導
い
た
興
味
深
い
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し

子

細
に
吟
味
す
る
な
ら
、
な
お
疑
問
と
す
べ
き
部
分
は
多
い
。
い
さ
さ
か
煩
損
な
点

に
も
及
ぶ
が
、
金
子
説
・
西
本
説
に
対
す
る
私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
行
論
の
都
合
上
、
金
子
説
の
論
点
C
↓
B
↓
A
の
順
に
検
討
し
た
い
。
ま
ず
論
点

C
で
あ
る
が
、
東
区
大
極
殿
院
遺
構
が
四
期
区
分
さ
れ
る
こ
と
、
七
基
の
宝
瞳
遺
構

が

d
期
に
属
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
舞
台
状
遺
構
の
掘
形
を
切
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論

は
な
い
。
し
か
し
、
宝
瞳
樹
立
が
d
期
に
始
ま
っ
た
と
断
定
で
き
る
か
と
言
え
ば
、

そ
れ
は
疑
問
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
a
期
に
瞳
柱
管
が
構
築
さ
れ
、
常
設
と
さ
れ
た

が
、
儀
式
用
構
築
物
を
仮
設
す
る
際
に
撤
去
さ
れ
（
c
期
）
、
そ
の
後
改
め
て
同
位
置

に
立
て
直
さ
れ
た
（
d
期
）
、
と
い
う
推
移
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宝
瞳
は
儀

式
荘
厳
装
置
だ
か
ら
、
樹
立
に
は
厳
密
な
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
同
位
置
で
の

再
構
築
は
当
然
想
定
す
べ
き
事
態
で
あ
る
。
瞳
柱
管
が
常
設
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か

わ

ら
ず
、
『
延
喜
式
』
が
式
日
半
月
前
に
瞳
柱
管
を
、
前
日
に
宝
瞳
を
立
て
よ
と
定
め

　
　
（
8
）

る
の
は
、
様
々
な
理
由
で
立
て
替
え
が
な
さ
れ
た
た
め
に
他
な
る
ま
い
。

　
論
点
C
の
前
提
は
、
七
基
の
宝
瞳
遺
構
を
一
時
期
の
も
の
と
す
る
所
見
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
報
告
書
段
階
の
結
論
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
複
数
回
構
築
の
可
能
性
も
考
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
遺
構
自
体
に
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
と
推
察
さ

れ

る
の
だ
が
、
現
に
報
告
書
に
載
せ
ら
れ
た
瞳
柱
管
土
坑
S
X
一
一
二
五
四
の
図
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
見
る
と
、
果
た
し
て
一
時
期
と
断
定
し
得
る
か
、
疑
問
が
残
る
。
東
区
瞳
柱
管
は

d
期
の
み
に
構
築
さ
れ
た
と
は
限
ら
ず
、
常
設
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な

12



吉川真司［大極殿儀式と時期区分論］

い
の

で
あ
る
。

　
次

に
論
点
B
に
移
る
と
、
金
子
は
「
S
B
七
一
四
一
」
を
建
物
遺
構
と
す
る
が
、

説
得
的
と
は
言
い
難
い
。
ま
ず
柱
掘
形
が
確
か
に
一
回
分
だ
と
し
て
も
、
北
列
・
南

列
の
瞳
柱
管
が
そ
れ
ぞ
れ
一
回
ず
つ
構
築
さ
れ
た
と
見
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
る
し
、

柱
位
置
が
南
北
方
向
に
対
応
す
る
の
も
宝
瞳
樹
立
が
厳
密
に
行
な
わ
れ
れ
ば
当
然
発

生

す
る
事
態
で
あ
る
。
ま
た
、
土
坑
底
面
が
平
ら
な
の
は
平
城
宮
東
区
大
極
殿
院
S

X
二
二
五
三
で
も
同
様
で
あ
り
、
脇
柱
痕
跡
が
な
い
と
い
う
の
も
、
宝
瞳
樹
立
を

想
定
す
る
か
否
か
で
発
掘
時
の
留
意
点
は
違
っ
て
こ
よ
う
か
ら
（
普
通
の
柱
掘
形
で

検
出
さ
れ
る
柱
穴
は
一
つ
で
あ
る
）
、
そ
う
し
た
研
究
史
的
制
約
を
考
慮
す
る
必
要
も

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
『
平
城
報
告
』
珊
は
「
S
B
七
一
四
一
」
を
「
第
二
次
朝
堂
院
で
検
出
し
た
大
嘗
宮

の

廻
立
殿

と
配
置
が
類
似
し
、
大
嘗
宮
遺
構
の
可
能
性
が
あ
る
」
と
し
、
金
子
は
論

点
B
を
展
開
し
つ
つ
大
嘗
宮
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
西
本
（
α
）
も

言

う
よ
う
に
、
問
題
は
「
S
B
七
一
四
↓
」
の
柱
掘
形
の
形
状
で
あ
る
。
特
異
な
隅

丸
長
方
形
の
柱
掘
形
は
、
宝
瞳
以
外
の
事
例
は
管
見
に
入
ら
ず
、
廻
立
殿
（
何
ら
か

の
仮
設
建
物
で
も
よ
い
）
で
こ
う
し
た
基
礎
構
造
が
採
用
さ
れ
る
必
然
性
も
考
え
に

く
い
。
し
か
も
そ
の
後
、
平
城
宮
中
央
区
朝
堂
院
で
称
徳
天
皇
の
大
嘗
宮
遺
構
が
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

出
さ
れ
、
平
城
宮
に
お
け
る
六
度
の
大
嘗
祭
の
場
所
が
す
べ
て
確
定
し
た
。
「
S
B
七

→
四
一
」
は
大
嘗
宮
遺
構
と
は
考
え
ら
な
い
。
や
は
り
南
北
二
列
（
前
後
二
期
）
の

宝
瞳
遺
構
と
結
論
づ
け
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
最

後
に
論
点
A
で
あ
る
が
、
問
題
の
焦
点
は
「
S
B
七
一
四
一
」
の
時
期
で
あ
る
。

『平
城
報
告
』
刈
は
「
上
層
礫
敷
面
で
検
出
。
第
1
・
皿
期
の
い
ず
れ
か
を
決
め
難
い

が
、
S
D
七
一
三
一
、
S
D
七
一
三
二
で
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
↓
応
第
皿
期
に

い
れ

た
」
と
記
述
す
る
（
八
二
頁
）
。
「
S
B
七
一
四
］
」
は
中
央
区
大
極
殿
院
の
擁

壁
以

南
の
広
場
に
所
在
す
る
が
、
同
広
場
は
下
層
・
中
層
・
上
層
の
三
層
を
な
す
第

－
期
礫
敷
面
（
S
H
六
六
〇
三
A
）
と
、
そ
れ
に
整
地
土
を
盛
っ
て
礫
を
敷
い
た
第

H
・
m
期
礫
敷
面
（
S
H
⊥
ハ
⊥
ハ
〇
三
B
）
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
上
層
礫
敷
面

か

ら
掘
り
込
ん
で
い
た
た
め
、
第
H
～
皿
期
の
「
建
物
」
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ

（1
2
）

る
。
し
か
し
「
S
B
七
一
四
一
」
が
宝
瞳
遺
構
だ
と
す
れ
ば
、
礫
を
敷
き
つ
め
た
大

極
殿
前
庭
が
完
成
し
た
後
、
そ
の
礫
敷
を
掘
り
込
ん
で
宝
瞳
を
立
て
た
こ
と
も
十
分

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
東
区
大
極
殿
院
の
宝
瞳
遺
構
と
同
じ
く
、
同
位
置
で
の
再
構

築
も
想
定
で
き
る
か
ら
、
最
初
に
宝
瞳
が
立
て
ら
れ
た
の
は
上
層
礫
敷
面
の
時
期
と

は

限

ら
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
S
B
七
一
四
一
」
が
建
物
遺
構
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
た
時
期
比
定
に
は
疑
問
が
あ
り
、
第
－
期
の
早
い
時
期
に
遡
る
こ
と
さ

え
考
え
ら
れ
て
良
い
。

　

私
が

「
S
B
七
一
四
一
」
を
第
－
期
の
宝
瞳
遺
構
と
考
え
た
の
は
、
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所
内
部
に
も
中
央
区
大
極
殿
（
第
－
期
）
に
伴
う
も
の
と
す
る
見
解
が
あ
っ

　
　
　
　
　
〔
1
3
＞

た
こ
と
に
よ
る
。
そ
こ
で
『
平
城
報
告
』
刈
を
熟
読
し
た
結
果
、
そ
の
時
期
決
定
は

必
ず
し
も
盤
石
で
な
い
と
認
定
し
た
。
金
子
は
こ
れ
に
対
し
、
「
S
B
七
一
四
↓
」
は

第
1
ー
一
期
の
溝
S
D
七
一
四
二
と
重
複
す
る
か
ら
平
城
宮
創
建
期
に
遡
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

反
論
す
る
が
、
中
央
区
大
極
殿
は
和
銅
八
年
（
七
一
五
）
に
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
時
点
で
溝
S
D
七
一
四
二
が
存
続
し
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
批
判
と
し

て

十
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
S
B
七
一
四
↓
」
が
第
－
期
に
遡
ら
な

い
の

が
確
実
な
ら
、
そ
れ
を
根
拠
に
一
蹴
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
、
か
か
る
迂
遠
な
反

論

は
全
く
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。
推
察
す
る
に
、
金
子
は
結
局
「
S
B
七
一
四
一
」

が
第
H
・
皿
期
に
降
る
確
証
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
第
－
期
遺
構
で

あ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
こ
と
を
、
こ
の
論
法
自
体
が
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
西
本
（
β
）
は
「
S
B
七
一
四
一
」
を
宝
瞳
遺
構
と
考
え
、
『
平
城
報
告
』

田

に
拠
っ
て
第
H
期
の
も
の
と
し
、
称
徳
朝
に
お
け
る
宝
瞳
樹
立
の
痕
跡
と
見
た
。

し
か
し
遺
構
が
す
べ
て
第
－
期
に
遡
る
な
ら
ば
、
西
本
説
は
一
挙
に
崩
壊
す
る
。
ま

た
、
二
列
（
二
期
）
の
宝
瞳
遺
構
を
称
徳
・
道
鏡
の
朝
賀
に
伴
う
も
の
と
す
る
点
も

疑

問
で
あ
る
。
数
年
の
間
に
、
わ
ず
か
一
二
尺
し
か
離
れ
て
い
な
い
位
置
に
瞳
柱
管

を
再
構
築
す
る
理
由
が
説
明
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
称
徳
朝
の
中
央
区
大

13
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極
殿
院
地
区
が
「
西
宮
」
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
西
本
説
が
仮
に
正
し
い
と
す
れ
ば
、

二
列
の
う
ち
一
列
が
第
－
期
、
も
う
一
列
が
第
H
期
の
宝
瞳
遺
構
で
あ
る
可
能
性
は
、

な
お
残
る
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
第
－
期
の
中
央
区
大
極
殿
院
に
お
け
る
宝
瞳
樹

立
は

認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

4
　
朝
儀
宝
瞳
と
時
期
区
分
論

　
金
子
裕
之
説
・
西
本
昌
弘
説
の
検
討
と
反
批
判
を
試
み
て
き
た
が
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
私
見
も
可
能
性
の
糸
を
繕
り
合
わ
せ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
平
城
宮
中
央
区
・
東
区

大
極
殿
院
の
再
発
掘
、
あ
る
い
は
藤
原
宮
大
極
殿
閤
門
北
側
の
発
掘
が
な
さ
れ
る
ま

で

は
、
所
詮
は
水
掛
け
論
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
文
献
史
料
と
遺
構
を
整
合
的

に
解
釈
す
る
道
と
し
て
、
私
見
に
も
な
お
存
立
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で

若
干
の
論
点
を
加
え
つ
つ
自
説
を
再
提
示
し
、
も
っ
て
将
来
の
調
査
に
備
え
た
い
。

　
私
の

考
え
は
1
節
で
要
約
し
た
の
で
、
そ
れ
に
沿
っ
て
述
べ
よ
う
。
ま
ず
宝
瞳
樹

立
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
旧
説
を
改
め
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
金
子
・
西
本
か
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
∨

こ
の
点
に
つ
い
て
特
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
瞳
柱
管
に
宝
瞳
柱
を
挿
入
・
固

定
す
る
方
法
は
問
題
で
あ
る
。
前
稿
で
は
（
一
）
貫
木
の
切
り
欠
き
部
分
か
ら
は
め

込
ん

で
細
材
・
縄
で
固
定
す
る
方
法
、
（
二
）
枠
材
で
強
化
さ
れ
た
貫
木
の
穴
に
上
か

ら
挿
入
す
る
方
法
、
と
い
う
二
案
を
示
し
た
。
『
文
安
御
即
位
調
度
図
』
の
諸
写
本
を

見

る
限
り
、
（
二
）
案
の
ほ
う
に
分
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
藤
原
宮
宝
瞳
の
復
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

模
型

で
は

（
一
）
案
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
建
築
史
の
専
門
家
か

ら
広
く
意
見
を
承
り
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
瞳
柱
管
の
下
部
に
は
柱
受
け
装
置
が
必

要
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
を
追
究
し
て
み
る
こ
と
も
無
益
で
は
な
い
。
前
稿
で
は
銅
管

を
地
下
に
埋
設
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
山
田
寺
跡
で
は
横
材
に
よ
る
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

固
め
の
痕
跡
や
、
地
下
固
定
用
と
見
ら
れ
る
石
筒
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
限
ら
ず
、
古
代
寺
院
の
瞳
柱
構
築
法
に
は
朝
儀
宝
瞳
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る

点
が
多
い
。
西
大
寺
薬
師
金
堂
の
瞳
柱
に
は
牡
柱
（
男
柱
。
副
柱
を
さ
す
）
と
金
銅

頭
が
付
属
し
、
安
祥
寺
上
寺
・
下
寺
の
堂
院
に
は
「
金
銅
葱
台
獣
頭
」
「
金
銅
葱
台
同

鳥
形
」
を
も
つ
宝
瞳
が
各
二
基
立
て
ら
れ
（
た
だ
し
「
葱
台
」
は
瞳
柱
上
部
の
装
飾

か

も
し
れ
な
い
）
、
ま
た
東
大
寺
の
東
西
瞳
に
「
男
柱
」
、
同
大
仏
殿
の
小
瞳
に
「
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

柱
」
を
支
え
る
「
男
柱
」
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
朝
鮮
半
島
の
瞳
竿
支
柱
の

あ
り
方
を
含
め
て
、
今
後
さ
ら
に
文
献
史
料
・
考
古
資
料
の
両
面
か
ら
検
討
さ
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次

に
宝
瞳
樹
立
の
歴
史
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
平
城
宮
中
央
区

大
極
殿
院
の
「
S
B
七
一
四
一
」
の
土
坑
が
瞳
柱
管
の
痕
跡
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い

形
状
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
説
得
的
な
対
案
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
や
は
り
こ
れ
を

宝
瞳
遺
構
と
し
て
扱
う
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
第
－
期
と
考
え
て
良
い

と
思
う
が
、
た
と
え
一
列
が
第
H
期
に
降
り
、
西
本
の
言
う
よ
う
に
称
徳
朝
西
宮
の

宝
瞳
遺
構
だ
と
し
て
も
、
も
う
一
列
が
第
－
期
に
遡
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
そ

し
て
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
朝
賀
の
宝
瞳
が
藤
原
宮
大
極
殿
閤
門
の
北
側
に
接
し

て

構
築
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ば
、
大
極
殿
か
ら
の
距
離
が
ほ
ぼ
同
様
と
見
ら

れ

る
平
城
宮
中
央
区
の
宝
瞳
は
、
や
は
り
藤
原
宮
以
来
の
舗
設
法
に
則
っ
て
樹
立
さ

れ

た
も
の
と
推
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
平
城
宮
東
区
大
極
殿
院
お
よ
び
長
岡
宮
大
極

殿
院
の
宝
瞳
遺
構
も
、
こ
う
し
た
流
れ
の
上
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
遺
構
の

時
期
に
つ
い
て
も
か
か
る
見
地
か
ら
の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
長
岡
宮

の
宝
瞳
は
明
ら
か
に
元
日
朝
賀
の
際
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）

に
お
け
る
長
岡
宮
最
初
の
朝
賀
は
「
ソ
ノ
儀
、
常
ノ
如
シ
」
（
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四

年
正
月
丁
酉
朔
条
）
と
さ
れ
る
か
ら
、
平
城
宮
時
代
で
も
即
位
・
朝
賀
の
両
儀
に
お

い

て
、
常
設
瞳
柱
管
に
宝
瞳
が
装
着
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
『
平
城
報
告
』
孤
は
、
東
区
大
極
殿
院
の
宝
瞳
が
光
仁
・
桓
武
朝
に
初
め
て
樹
立
さ

れ
、
光
仁
朝
の
宝
瞳
は
大
極
殿
を
囲
続
し
、
桓
武
朝
の
宝
瞳
は
七
基
が
一
列
に
並
ぶ

大
が
か

り
な
も
の
（
前
節
で
論
じ
た
遺
構
を
残
し
た
宝
瞳
）
と
見
る
立
場
か
ら
、
そ

れ
以
前
の
宝
瞳
は
地
下
に
痕
跡
を
と
ど
め
な
い
形
状
で
あ
っ
た
が
、
光
仁
朝
に
地
下

掘
削
方
式
が
始
ま
り
、
桓
武
朝
に
そ
れ
が
大
規
模
化
し
た
と
述
べ
、
桓
武
天
皇
の
「
新

王
朝
」
意
識
と
の
関
連
を
論
じ
た
。
ま
た
金
子
論
文
で
は
、
光
仁
朝
の
宝
瞳
遺
構
を

14
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法
会
関
係
の
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
「
新
王
朝
」
意
識
に
基
づ
く
桓
武
朝
宝
瞳
の
画
期

性

に
つ
い
て
は
『
平
城
報
告
』
瓢
の
見
解
を
継
承
し
て
い
る
。
し
か
し
藤
原
宮
か
ら

の

連
続
性

を
認
め
れ
ば
、
こ
う
し
た
意
義
付
け
は
全
く
成
立
し
な
く
な
る
。
そ
も
そ

も
地
下
掘
削
方
式
が
山
田
寺
で
す
で
に
採
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
な
ぜ
称
徳
朝
ま
で

不
安
定
き
わ
ま
り
な
い
地
上
設
置
方
式
を
用
い
た
の
か
、
合
理
的
な
説
明
は
つ
き
そ

う
に
な
い
。
私
は
や
は
り
、
宝
瞳
遺
構
か
ら
桓
武
朝
の
画
期
性
を
主
張
す
る
の
は
無

理
で

あ
る
、
と
考
え
る
。
藤
原
宮
か
ら
連
綿
と
続
く
宝
瞳
樹
立
の
歴
史
を
受
け
継
ぎ

つ
つ

、
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
「
荘
麗
な
朝
廷
儀
礼
へ
の
回
帰
」
が
図
ら
れ
た
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

評
価
し
た
ほ
う
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　

以

上
、
自
説
を
く
だ
く
だ
し
く
再
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
は
桓
武
朝
の

画
期
性
を
重
ん
ず
る
時
期
区
分
論
に
対
し
、
改
め
て
疑
念
を
表
明
す
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
た
だ
、
金
子
説
は
衛
府
儀
伎
の
遺
構
解
釈
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
て
い
る
の

で
、
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
金
子

は
、
朝
儀
に
お
い
て
衛
府
が
儀
杖
旗
を
立
て
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
遺
構
ら

し
き
も
の
が
東
区
朝
堂
院
・
朝
堂
院
南
門
・
朝
集
殿
院
南
門
な
ど
で
検
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
遺
構
が
少
な
い
理
由
を
、
衛
府
儀
佼
を
地

下

掘
削
方
式
で
樹
立
す
る
こ
と
が
特
殊
だ
っ
た
こ
と
に
求
め
、
そ
れ
が
東
区
大
極
殿

院
d
期
の
宝
瞳
遺
構
と
類
似
す
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
。
金
子
は
こ
の
点
を
以

て
、
地
下
掘
削
方
式
の
宝
瞳
が
遅
く
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
如
く
で
あ
る
。
し

か

し
、
儀
杖
遺
構
の
年
代
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
さ
ほ
ど
有
力
な
補
強
材
料

に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
文
献
史
料
に
よ
れ
ば
、
衛
府
儀
杖
が
一
新
さ
れ
た
時

期
は
ほ
ぼ
明
確
に
押
さ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
寛
弘
八
年
（
一
〇
二
）
九
月
、
三
条
天
皇
の
大
嘗
祭
に
あ
た
り
、
右
近
衛
大
将

藤
原

実
資
は
儀
式
執
行
に
携
わ
っ
て
い
た
。
右
近
衛
府
の
「
大
儀
雑
具
」
が
焼
失
し

て

い

た
の
で
、
新
調
の
手
本
と
し
て
左
右
兵
衛
府
の
儀
杖
旗
を
取
り
寄
せ
た
際
、
実

資
は
一
つ
の
発
見
を
し
た
。
左
兵
衛
府
が
用
い
る
虎
像
轟
幡
の
縁
に
「
左
虎
貴
衛
震
」

と
刺
繍
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
兵
衛
府
の
唐
名
が
何
で
あ
る
か
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

「件
ノ
銘
」
に
よ
っ
て
判
明
し
た
、
と
実
資
は
喜
ん
だ
が
、
し
か
し
唐
風
に
翻
案
し
た

官
名
を
衛
府
儀
杖
に
刺
繍
す
る
の
は
如
何
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
～
同
八
年
九
月
に
用
い
ら
れ
た
唐
風
官
号
と
見
る
べ

き
で
、
こ
の
左
兵
衛
府
の
儀
杖
旗
は
天
平
宝
字
二
年
に
製
作
さ
れ
た
も
の
、
も
し
く

は
そ
れ
を
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
想
定
は
他
の
史
料
か
ら
も

裏
付
け
ら
れ
る
。
官
号
改
易
直
後
の
天
平
宝
字
二
年
十
月
、
東
大
寺
写
経
所
に
出
仕

し
て
い
た
後
家
河
万
呂
・
十
市
和
万
呂
・
小
治
田
乙
成
の
三
名
が
、
「
儀
杖
旗
ヲ
繍
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ン
ガ
タ
メ
ニ
」
散
位
寮
か
ら
召
還
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
年
に
お
け
る
儀
杖

旗
の
製
作
は
確
か
な
史
実
で
あ
り
、
翌
年
の
朝
賀
儀
か
ら
こ
の
「
左
虎
貴
衛
轟
」
が

使
わ
れ
、
そ
の
ま
ま
一
一
世
紀
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
実
資
の
証
言
か
ら
約
一
世
紀
半
を
隔
て
る
に
過
ぎ
な
い
『
文
安
御
即
位
調
度
図
』

に
よ
れ
ば
、
兵
衛
府
の
虎
像
蘇
幡
は
宝
瞳
と
同
じ
く
、
柱
管
に
装
着
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
轟
幡
自
体
の
形
状
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
強
く
、
幡
柱
の
長
さ
も

ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
虎
像
轟
幡
の
構
築
法
が
遅
く
と
も

天
平
宝
字
二
年
に
遡
る
こ
と
は
、
か
な
り
の
確
度
で
推
測
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
官
名
改
易
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
は
唐
風
化
政
策
を
も
っ
て

知
ら
れ
る
。
衛
府
儀
杖
の
新
調
は
単
に
官
名
刺
繍
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
意
匠
全
般

の
変

更
に
及
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
多
数
の
小
旗
は
い
ざ
知
ら
ず
、
衛
府
儀
杖
の
中

核
を
な
す
薫
幡
の
転
換
点
は
、
ま
さ
に
仲
麻
呂
政
権
下
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
し
た
唐
風
化
政
策
が
宝
瞳
意
匠
に
影
響
し
た
か
否
か
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た

い

が
、
少
な
く
と
も
朝
儀
荘
厳
装
置
の
一
部
が
こ
の
時
期
に
変
更
さ
れ
、
平
安
時
代

に
連
続
し
て
い
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
か
と
思
う
。
桓
武
朝
に
な
っ
て
衛
府
藤

幡
が
地
下
掘
削
方
式
に
改
め
ら
れ
た
、
な
ど
と
考
え
難
い
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
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②
仏
堂
と
し
て
の
大
極
殿

1
　
大
極
殿
と
法
会

　
古
代
日
本
の
国
家
的
儀
礼
・
政
務
の
中
枢
施
設
と
し
て
、
大
極
殿
が
機
能
し
た
こ

と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
が
出
御
し
独
占
す
る
空
間
で
あ
り
、

中
央
に
置
か
れ
た
高
御
座
は
天
皇
位
そ
の
も
の
を
意
味
し
た
。
大
極
殿
前
庭
に
樹
立

さ
れ
た
宝
瞳
も
、
こ
う
し
た
機
能
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
平
安
時
代
に

は
、
大
極
殿
が
全
く
異
な
る
相
貌
を
呈
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
殿
舎
全
体
が
巨
大
な

仏
堂

と
な
り
、
高
御
座
は
壮
麗
な
仏
座
に
変
じ
て
、
天
皇
は
そ
の
後
景
に
退
く
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
様
相
は
仏
教
法
会
が
開
催
さ
れ
る
一
定
期
間
の
み
に
見
ら
れ
る
も

の

で

あ
り
、
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
大
極
殿
研
究
に
お
い
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
大
極
殿
に
お
け
る
法
会
の
実
態
を
論

じ
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

　
古
代
王
宮
に
お
け
る
仏
教
行
事
は
、
難
波
長
柄
豊
碕
宮
で
初
め
て
本
格
的
に
行
な

　
　
（
2
4
）

わ

れ

た
。
そ
れ
は
「
天
下
僧
尼
」
を
屈
請
し
、
仏
教
に
よ
っ
て
国
家
・
王
権
の
護
持

を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
法
会
の
空
間
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
内
裏
の
主

要
殿
舎
が
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
七
世
紀
後
葉
に
な
る
と
大
津
宮
に
「
内
裏

仏

殿
」
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
「
御
窟
院
」
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し

た
内
裏
殿
舎
を
活
用
し
て
国
家
的
法
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
れ
は
国
大
寺
に
お
け
る
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

皇

家
仏
事
と
鮮
や
か
な
対
照
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
藤
原
宮
や
初
期
平
城
宮
で

も
法
会
が
し
ば
し
ば
催
さ
れ
て
い
る
が
、
殿
舎
名
は
や
は
り
明
確
で
な
く
、
前
代
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

来
の
内
裏
法
会
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
か

る
状
況
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
し
、
大
極
殿
で
初
め
て
法
会
が
行
な
わ
れ
た
の

は
天
平
九
年
（
七
三
七
）
十
月
、
道
慈
を
講
師
、
堅
蔵
を
読
師
と
し
て
勤
修
さ
れ
た

最
勝
王
経
講
説
に
お
い
て
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
は
「
朝
廷
ノ
儀
、
モ
ハ
ラ
元
日
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

同
ジ
」
と
盛
儀
の
さ
ま
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
大
極
殿
法
会
は
見
え
な

く
な
り
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
十
月
庚
子
条
に
よ
う
や
く
大
般
若
経
転
読
記

事
が
現
わ
れ
る
。
し
か
し
他
史
料
を
勘
案
す
る
な
ら
、
こ
の
年
の
正
月
に
最
勝
王
経

講
説
会
が
行
な
わ
れ
、
平
安
時
代
の
大
極
殿
御
斎
会
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
明

ら
か
で
あ
り
、
大
極
殿
法
会
の
恒
例
化
は
こ
こ
に
起
点
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
節

を
改
め
て
詳
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

2
　
大
極
殿
御
斎
会

　
　
　
（
2
8
∀

　
御
斎
会
は
も
と
も
と
斎
会
（
僧
尼
に
供
養
を
施
す
法
会
）
の
う
ち
、
天
皇
・
太
上

天

皇
に
関
わ
る
も
の
を
言
っ
た
が
、
九
世
紀
に
は
大
極
殿
に
お
け
る
最
勝
王
経
講
説

会
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
大
極
殿
御
斎
会
の
基
本
的
特
徴
は
、
正
月
八
日
か
ら
一

四

日
ま
で
の
一
七
日
間
、
大
極
殿
に
僧
侶
を
屈
請
し
て
金
光
明
最
勝
王
経
を
講
説
し
、

ま
た
夜
に
は
吉
祥
悔
過
を
勤
修
し
た
が
、
こ
れ
と
同
時
に
諸
国
国
分
寺
で
も
最
勝
王

経
読
請
・
吉
祥
悔
過
を
行
な
い
、
も
っ
て
除
災
と
豊
穣
を
祈
念
し
た
、
と
い
う
点
に

あ
る
。
御
斎
会
の
創
始
に
つ
い
て
諸
史
料
の
語
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い

が
、
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
（
1
1
天
平
神
護
三
年
）
八
月
癸
巳
条
に
「
去
ル
正

　
　
　
こ

月
二
二
七
日
ノ
問
、
諸
大
寺
ノ
大
法
師
ラ
ヲ
奏
請
ラ
ヘ
テ
最
勝
王
経
ヲ
講
讃
セ
シ
メ

マ
ツ

リ
、
マ
タ
吉
祥
天
ノ
悔
過
ヲ
仕
奉
ラ
シ
ム
」
と
あ
る
か
ら
、
同
年
正
月
に
最
勝

王
経
講
説
・
吉
祥
天
悔
過
が
行
な
わ
れ
、
か
つ
ま
た
諸
国
国
分
寺
で
も
吉
祥
悔
過
が

始
め
ら
れ
て
（
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
正
月
己
未
条
）
、
翌
年
か
ら
恒
例
化
し

た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宮
中
お
よ
び
諸
国
に
お
け
る
金
光
明
経
読

請
は
持
統
朝
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
天
平
年
間
の
諸
国
正
税
帳
に
も
金
光
明
経

や
最
勝
王

経
の
転
読
・
講
説
記
事
が
見
え
る
。
し
か
し
、
大
極
殿
で
の
講
説
会
が
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
カ
　

式
化
さ
れ
た
の
は
、
「
天
平
神
護
二
年
正
月
八
日
、
於
大
極
殿
修
始
御
斎
会
」
（
『
年
中

行
事
秘
抄
』
正
月
）
、
「
（
天
平
神
護
）
三
年
正
月
八
日
、
於
大
極
殿
始
修
御
斎
会
、
有

行
幸
」
（
『
扶
桑
略
記
』
称
徳
天
皇
）
と
い
っ
た
史
料
か
ら
推
し
て
、
や
は
り
称
徳
朝

の

こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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九

世
紀

に
な
る
と
御
斎
会
の
整
備
が
進
ん
だ
。
延
暦
二
一
年
（
八
〇
二
）
に
六
宗

の

僧
侶
を
請
ず
る
こ
と
と
し
、
弘
仁
四
年
に
内
論
議
（
講
経
の
の
ち
内
裏
殿
上
で
行

な
わ
れ
た
論
議
会
）
が
初
見
し
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
は
興
福
寺
維
摩
会
の
講

師
経
験
者
を
「
宮
中
最
勝
会
」
講
師
に
充
て
る
こ
と
に
な
っ
た
（
『
類
聚
国
史
』
巻
一

七

七
、
仏
道
四
、
御
斎
会
）
。
講
師
の
階
梯
化
は
さ
ら
に
進
み
、
『
日
本
三
代
実
録
』

編
纂
時
に
は
〈
興
福
寺
維
摩
会
↓
大
極
殿
御
斎
会
↓
薬
師
寺
最
勝
会
〉
の
講
師
を
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

た
僧
侶
が
僧
綱
と
な
る
慣
例
が
生
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
聴
衆
屈
請
に
関
す
る
規
定
も

徐
々
に
整
え
ら
れ
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
二
、
仏
事
上
、
経
論
井
法
会
請
僧
事
）
、
恒

例
か
つ
中
心
的
な
国
家
仏
事
で
あ
る
大
極
殿
御
斎
会
は
、
僧
尼
の
昇
進
に
お
い
て
も

特

に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
御
斎
会
の
式
次
第
に
つ
い
て
は
『
儀
式
』
巻
五
、
正
月
八
日
講
最
勝
王
経

儀

に
詳
し
い
。
正
月
七
日
に
大
極
殿
お
よ
び
龍
尾
壇
上
の
舗
設
が
行
な
わ
れ
、
翌
八

日
か
ら
一
七
日
の
法
会
（
朝
講
・
夕
講
）
が
続
く
。
八
日
朝
講
の
儀
は
大
略
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一

、
俗
人
着
座
。
外
記
・
史
・
式
部
・
弾
正
が
庭
中
に
列
立
す
る
。
皇
太
子
が
殿
上

　
の
座

に
着
き
、
親
王
～
五
位
以
上
が
こ
れ
に
続
く
。
つ
い
で
六
位
以
下
が
そ
れ
ぞ

　
れ

の
座
に
着
く
。

二
、
僧
侶
着
座
。
衆
僧
が
官
人
に
引
率
さ
れ
て
大
極
殿
前
に
至
り
、
つ
い
で
殿
上
の

　
座

に
着
く
。
次
に
講
師
・
読
師
が
小
輿
に
乗
っ
て
入
場
、
大
極
殿
前
で
輿
を
下
り
、

　
殿
上
の
礼
版
に
着
く
。

三
、
法
用
・
講
説
。
講
師
・
読
師
が
高
座
に
昇
る
。
法
用
（
梵
唄
・
行
道
・
散
花
）

　
の

あ
と
、
最
勝
王
経
を
講
説
す
る
。
終
わ
る
と
講
師
・
読
師
が
退
場
し
、
三
礼
と

　
行
香
が
行
な
わ
れ
る
。

四
、
退
出
。
衆
僧
が
大
極
殿
か
ら
コ
房
」
に
帰
る
。
そ
の
の
ち
皇
太
子
、
親
王
以
下

　
も
退
出
す
る
。

　

こ
の
間
、
式
部
・
弾
正
に
よ
る
監
察
が
な
さ
れ
、
儀
の
折
節
に
雅
楽
寮
が
奏
楽
し

た
。
法
会
の
中
核
は
む
ろ
ん
講
説
に
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
こ
れ
に
論
義
が
加
わ
っ

（3
0
）

た
。
そ
の
後
、
八
日
夕
講
か
ら
二
二
日
夕
講
ま
で
は
僧
侶
の
み
で
法
会
を
執
行
し
、

堂
童
子
と
僧
侶
入
退
場
の
役
官
を
除
い
て
、
俗
人
は
こ
れ
に
関
与
し
な
か
っ
た
。
結

願

の
一
四
日
に
は
通
常
の
法
用
・
講
説
の
ほ
か
、
雑
穀
奉
献
・
授
戒
な
ど
の
儀
が
あ

る
。
そ
し
て
満
行
の
の
ち
、
大
臣
以
下
は
東
廊
座
で
宴
を
開
き
、
つ
い
で
昌
福
堂
（
朝

堂

院
東
第
］
堂
）
に
設
け
ら
れ
た
布
施
座
に
お
い
て
、
講
師
・
読
師
・
衆
僧
に
布
施

物
が
手
渡
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
大
極
殿
は
講
説
の
場
と
し
て
用
い
ら
れ
、
皇
太
子
以
下
は
聴
聞
す
る

た
め
に
着
座
し
た
。
し
か
し
も
う
一
人
、
重
要
人
物
が
い
る
。
『
延
喜
式
』
巻
三
八
、

掃
部
寮
に
は
「
初
終
二
行
幸
ア
ラ
バ
、
御
座
ヲ
高
御
座
丑
寅
角
及
ビ
小
安
殿
二
設
ク
」

と
見
え
、
天
皇
が
八
日
・
一
四
日
に
聴
聞
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
座
は
大
極
殿
上

で

は
高
御
座
の
北
東
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
国
王
の
聴
聞
は
最
勝
王
経
に
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
称
徳
朝
の
始
修
時
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
御
斎
会
の
施
主
が
ほ
か
な
ら
ぬ
天
皇
で
あ
る
こ
と
を
、
如
実
に
示
す
も
の
で

あ
っ
た
。

3
　
御
斎
会
の
空
間
構
造

　
御
斎
会
の
特
質
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
法
会
の
空
間
構
造
を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
「
天
皇
の
独
占
空
間
」
と
し
て
の
大
極
殿
が
如
何
に
変
貌
し
た
か
、
こ
の
点

に
私
は
か
ね
て
よ
り
関
心
を
抱
き
、
舗
設
図
を
作
成
し
て
い
た
が
、
近
年
榎
本
榮
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

に
よ
る
復
原
案
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
山
本
崇
が
綿
密
な
考
証
図
を
公
表
し
た
。
両
論

文
、
特
に
山
本
論
文
に
よ
っ
て
私
案
は
す
で
に
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
本
稿
が

共
同
研
究
「
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
都
市
」
の
成
果
報
告
で
あ
る
点
に
鑑
み
、

屋
下

に
屋
を
架
す
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
改
め
て
御
斎
会
の
空
間
構
造
を
論
じ
た

い
と
思
う
。

　
御
斎
会
の
舗
設
に
関
す
る
基
本
史
料
は
先
述
の
①
『
儀
式
』
、
お
よ
び
②
『
延
喜
式
』

巻
一
三
、
図
書
寮
の
「
正
月
最
勝
王
経
斎
会
堂
装
束
」
で
あ
る
。
ま
た
、
③
『
西
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

記
』
巻
一
、
御
斎
会
や
、
④
『
左
経
記
』
長
元
四
年
二
〇
三
一
）
十
一
月
舟
日
条
、
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⑤

『兵
範

記
』
保
元
三
年
（
二
五
八
）
正
月
八
日
条
、
⑥
同
永
万
二
年
（
二
六

六
）
正
月
八
日
条
逸
文
（
『
江
次
第
抄
』
所
引
）
と
い
っ
た
儀
式
書
・
古
記
録
の
記
事

も
補
足
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
て
を
引
用
す
る
の
は
煩
雑
な
の
で
、
山
本

の
復
原
図
に
即
し
て
（
図
4
）
、
特
に
注
目
す
べ
き
部
分
を
解
説
す
る
。

　
ま
ず
本
尊
で
あ
る
が
、
②
に
よ
れ
ば
「
盧
舎
那
仏
井
脇
侍
菩
薩
檀
像
一
寵
」
で
あ
っ

た
。
⑤
に
は
「
高
御
座
ノ
中
央
二
小
莚
ヲ
敷
キ
、
御
仏
厨
子
一
基
ヲ
安
ン
ズ
（
白
檀

小
仏
三

体
、
大
日
如
来
ヲ
中
尊
ト
ス
。
往
代
ノ
古
仏
ハ
焼
失
シ
了
ン
ヌ
。
後
三
条
院

ノ
御
時
、
コ
ノ
仏
ヲ
造
リ
奉
ラ
ル
由
、
行
事
弁
談
ズ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
）
」
と
見
え
、
ま

た
⑥
は
「
高
御
座
ノ
上
二
小
莚
ヲ
敷
キ
、
御
厨
子
一
基
ヲ
立
ツ
（
黒
漆
）
。
大
日
如
来

ヲ
中
尊
ト
シ
、
観
世
音
・
虚
空
蔵
ヲ
脇
士
ト
ナ
ス
。
各
一
尺
許
ノ
木
像
也
。
白
檀
力
」

と
述
べ
て
い
て
、
仏
寵
（
厨
子
）
に
収
め
ら
れ
た
白
檀
製
の
盧
舎
那
三
尊
像
（
密
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

的
に
言
え
ば
大
日
如
来
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
盧
舎
那
仏
を
本
尊
と
す
る

の

は
東
大
寺
と
同
様
で
、
か
か
る
あ
り
方
は
八
世
紀
ま
で
遡
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
⑤
⑥
が
三
尊
像
を
高
御
座
に
安
置
し
た
と
明
記
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
一
代
一
講
仁
王
会
で
も
大
極
殿
の
本
尊
「
釈
迦
牟
尼
仏
井
菩
薩
羅
漢
像

一
鋪
」
は
「
便
リ
ニ
高
御
座
ヲ
用
」
い
て
お
り
（
『
延
喜
式
』
巻
二
一
、
玄
蕃
寮
）
、

天
皇
位
を
象
徴
す
る
高
御
座
を
仏
台
に
用
い
る
の
は
旧
儀
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
高
御
座
は
蓋
（
屋
根
）
を
も
つ
八
角
形
の
座
で
、
元
日
朝
賀
儀
に

は
鳳
風
像
・
玉
幡
・
鏡
な
ど
で
装
飾
さ
れ
た
が
（
『
延
喜
式
』
巻
一
七
、
内
匠
寮
）
、

仏

台
と
な
っ
た
際
に
蓋
部
分
が
ど
う
扱
わ
れ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、
東
大

寺
阿
弥
陀
堂
に
お
け
る
本
尊
（
阿
弥
陀
仏
）
の
八
角
宝
殿
の
形
状
は
高
御
座
と
酷
似

　
　
　
　
　
（
3
6
）

し
て
い
る
の
で
、
蓋
を
含
め
た
高
御
座
全
体
が
盧
舎
那
仏
の
宝
殿
に
変
じ
た
可
能
性

は

十

分
に
あ
る
。

　

高
御
座
は
方
形
の
壇
に
据
え
ら
れ
て
い
た
。
御
斎
会
に
お
い
て
こ
の
壇
は
、
「
壇
上

ノ
南
面
中
央
二
仏
供
机
ヲ
立
ツ
。
同
壇
ノ
四
角
二
四
天
座
ノ
小
机
ヲ
立
テ
、
ソ
ノ
前

ゴ

ト
ニ
天
供
ヲ
弁
備
ス
。
（
中
略
）
同
壇
ノ
東
辺
北
方
二
聖
供
机
ヲ
立
ツ
。
（
中
略
）

西
方
北
辺
二
御
経
机
ヲ
立
ツ
」
（
⑤
、
割
注
省
略
）
と
い
う
舗
設
が
な
さ
れ
た
。
②
を

参
看
す
る
な
ら
、
壇
の
四
隅
に
四
天
王
座
、
東
に
聖
僧
座
、
西
に
金
字
最
勝
王
経
机

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

が
置
か
れ
た
と
理
解
で
き
る
。
四
天
王
像
と
聖
僧
像
に
関
す
る
記
載
は
見
え
ず
、
座

だ

け
で
そ
の
存
在
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
四
天
王
に
よ
る
国
王
・
国
土
の

擁
護
が
最
勝
王
経
に
述
べ
ら
れ
、
ま
た
聖
僧
と
金
字
最
勝
王
経
も
「
広
義
の
本
尊
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
高
御
座
の
壇
全
体
が
須
弥
壇

と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
大
極
殿
身
舎
は
高
御
座
を
中
心
に
桁
行
九
間
、
梁
間
二
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
が

御
斎
会
の
内
陣
と
な
っ
た
。
四
四
施
の
大
幡
と
二
二
枚
の
大
花
婁
代
が
こ
の
空
間
を

荘
厳
す
る
（
②
）
。
高
御
座
の
東
西
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
列
の
衆
僧
座
が
並
び
、
衆
僧
座

の

前
に
東
西
各
一
〇
前
の
机
が
立
て
ら
れ
（
⑤
）
、
墨
字
最
勝
王
経
が
一
部
ず
つ
置
か

れ

た
（
⑥
）
。
な
お
礼
版
と
講
師
・
読
師
の
蓋
高
座
は
高
御
座
の
南
、
大
極
殿
の
南
廟

部
分
に
設
置
さ
れ
た
が
、
蓋
高
座
も
小
幡
と
小
金
輪
花
髪
で
荘
厳
さ
れ
て
お
り
（
②
）
、

内
陣
と
同
じ
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
身
舎
の
狭
さ
が
そ
の
理
由

だ

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
僧
侶
の
空
間
は
興
福
寺
講
堂
に
お
け
る
維
摩

　
　
　
（
3
9
）

会
の

場
合
と
ほ
ぼ
同
様
に
な
る
。

　
大
極
殿
に
は
、
聴
聞
に
訪
れ
た
俗
人
の
座
も
し
つ
ら
え
ら
れ
た
。
南
廟
に
は
皇
太

子
座
、
親
王
以
下
参
議
以
上
座
、
そ
し
て
王
四
位
五
位
座
が
設
け
ら
れ
る
（
①
）
。
天

皇
の
座
は
、
先
述
の
よ
う
に
高
御
座
北
東
に
置
か
れ
た
が
、
『
吏
部
王
記
』
延
長
八
年

（九
三

〇
）
正
月
八
日
条
逸
文
（
『
西
宮
記
』
巻
一
、
御
斎
会
）
に
は
「
大
極
殿
北
廟

東
第
四
間
二
平
敷
ノ
御
座
ヲ
設
ク
。
三
面
二
屏
風
ヲ
施
シ
、
タ
ダ
南
面
ヲ
開
ク
。
東

屏
風
ノ
後
二
少
シ
退
キ
テ
、
内
弁
左
大
臣
ノ
座
ヲ
設
ク
（
平
鋪
）
」
と
あ
っ
て
、
ま
さ

に
そ
の
位
置
に
南
面
す
る
格
好
で
平
敷
御
座
が
置
か
れ
た
こ
と
を
知
る
。
内
弁
座
は

ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
同
じ
聴
聞
者
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
と
臣
下
の
座
は
こ
の
よ

う
に
対
照
的
で
あ
っ
た
。
臣
下
が
北
面
し
て
仏
を
拝
す
る
の
に
対
し
、
天
皇
は
須
弥

壇
の

北
東
で
南
面
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
高
御
座
を
盧
舎
那
三
尊
に
譲
り
つ
つ
、
ま

さ
に
仏
教
護
持
者
と
し
て
の
立
場
を
表
明
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
な
お
、
南
廟
西

第
二
間
に
は
「
金
銅
鐘
一
口
」
（
②
）
が
つ
る
さ
れ
、
儀
の
進
行
に
用
い
ら
れ
た
。
廟

18



吉川真司［大極殿儀式と時期区分論］
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（
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図4　御斎会の舗設（山本2004）（a）大極殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

の

外
周
、
籍
部
分
に
も
堂
童
子
座
や
法
用
時
の
衆
僧
「
南
蒼
座
」
が
設
け
ら
れ
た
が

（①
）
、
今
は
省
略
す
る
。

　
以
上
が
大
極
殿
の
舗
設
で

あ
る
。
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
、
高
御
座
は
仏
座
（
八
角

宝
殿

か
）
、
高
御
座
壇
は
須
弥
壇
、
身
舎
は
内
陣
、
廟
は
外
陣
（
聴
聞
空
間
）
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

て

お
り
、
ま
さ
し
く
大
極
殿
全
体
が
巨
大
な
仏
堂
と
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
仏
堂

と
呼
ぶ
の
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
『
延
喜
式
』
巻
三
十
、
大
蔵
省
に
は
「
八
日
最

勝
王
経
斎
会
ニ
ハ
、
丞
・
録
各
一
人
、
史
生
・
蔵
部
ラ
ヲ
率
ヰ
テ
講
堂
・
僧
房
及
ビ

所
司
供
事
所
ヲ
装
束
シ
、
並
ビ
ニ
慢
ヲ
懸
ケ
ヨ
」
と
い
う
規
定
が
見
え
、
大
極
殿
を

「講
堂
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
呼
称
は
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
）
正
月

十
四
日
宣
旨
（
大
永
本
『
西
宮
記
』
巻
一
、
御
斎
会
）
に
初
見
し
、
遅
く
と
も
九
世

紀
前
葉
に
は
、
正
月
一
七
日
間
の
大
極
殿
は
最
勝
王
経
講
説
の
た
め
の
「
講
堂
」
な

の

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
大
極
殿
の
み
か
ら
御
斎
会
の
空
間
構
造
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

右

に
紹
介
し
た
『
延
喜
式
』
巻
三
十
、
大
蔵
省
に
い
う
「
講
堂
・
僧
房
及
ビ
所
司
供

大花瓶
円机

天供

花盤

天供

．大花瓶

円机

大花瓶
円机

　仏厨子

国竃纂

白香花／

｜＼ヒ三＝多／匪

函［匡麺〔コ囹　［亘

猷
　
回

回
　
峡

　天供

大花瓶
円机

（b）高御座

天供
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事
所
」
の
全
体
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
僧
房
で
あ
る
が
、
①
で
退
出
し

た
僧
侶
が
帰
る
「
房
」
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
御
斎
会
僧
房
に
関
す
る
具
体
的
な
史

料

は
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
が
、
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
八
月
の
紫
辰
殿
・
大
極
殿

に
お
け
る
大
般
若
経
転
読
の
記
事
が
手
が
か
り
に
な
る
（
『
日
本
三
代
実
録
』
同
月
十

七

日
戊
午
条
・
十
八
日
己
未
条
）
。
転
経
の
た
め
に
請
ぜ
ら
れ
た
諸
寺
衆
僧
が
前
夜
か

ら
「
朝
堂
院
東
西
廊
」
に
宿
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
夜
中
に
「
騒
動
ノ
声
」
を
聞
い
た
。

僧
侶
た
ち
は
驚
い
て
「
房
外
」
に
飛
び
出
し
た
が
、
す
ぐ
に
静
か
に
な
り
、
怪
し
み

合
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
大
極
殿
が
仏
堂
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る

か

ら
、
御
斎
会
の
「
僧
房
」
も
朝
堂
院
の
東
西
廊
に
仮
設
さ
れ
、
寺
院
の
そ
れ
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

じ
く
、
僧
侶
ご
と
に
部
屋
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
④
の
『
左
経
記
』
は
「
准

御
斎
会
」
と
し
て
行
な
わ
れ
た
大
極
殿
講
経
会
の
記
事
だ
が
、
衆
僧
の
た
め
「
兼
テ

諸
司
・
諸
衛
二
仰
セ
、
東
西
廊
ヲ
装
束
セ
シ
メ
テ
僧
房
ト
シ
（
各
五
十
余
口
）
、
弁
・

史
左
右
二
相
分
レ
テ
袈
裟
ヲ
列
セ
シ
メ
、
内
蔵
・
大
膳
・
穀
倉
院
・
御
院
ナ
ド
兼
テ

熟
食
ノ
僧
供
ヲ
居
」
え
た
と
い
い
、
や
は
り
東
西
廊
を
僧
房
と
し
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
そ
の
具
体
的
位
置
は
未
詳
で
あ
る
が
、
大
極
殿
へ
の
入
退
に
際
し
て
衆
僧
は
、

大
極
殿
東
西

に
取
り
付
く
廊
の
東
福
門
・
西
花
門
を
通
行
し
た
か
ら
（
①
）
、
そ
れ
以

北
の

回
廊
部
分
に
設
け
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
寺
院
に
お
け
る

講
堂

と
三
面
僧
房
の
位
置
関
係
に
も
似
通
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に

「所
司
供
事
所
」
と
は
、
④
で
「
熟
食
ノ
僧
供
」
を
居
え
た
場
を
指
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
僧
房
と
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
と
推
測
さ
れ
る
以
外
、
位
置
を

考
え
る
べ
き
材
料
に
乏
し
い
。
た
だ
、
御
斎
会
は
そ
の
本
義
に
お
い
て
僧
供
養
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

ん

じ
ら
れ
、
『
延
喜
式
』
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
食
品
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
寺
院
に

お
け
る
食
堂
と
同
様
、
一
定
の
儀
容
を
も
つ
建
物
で
僧
供
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

（小
安
殿
・
昭
慶
門
な
ど
が
候
補
と
な
ろ
う
か
）
。
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
大
極
殿

法
会
の
二
日
前
、
薪
一
千
荷
が
運
び
込
ま
れ
た
「
中
宮
供
養
院
」
が
そ
の
初
見
で
あ

　
（
4
4
）

ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
結
願
日
に
布
施
座
が
設
け
ら
れ
た
昌
福
堂
（
の
ち
小
安
殿
）
も

御
斎
会
関
連
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
興
福
寺
維
摩
会
で
は
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

願

後
の
衆
僧
布
施
は
食
堂
前
面
に
建
つ
細
殿
で
手
渡
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
、
御
斎

会
の
僧
房
や
供
事
所
の
位
置
を
推
測
す
る
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
大
極
殿
以
外
の
空

間
構
造
は
右
の
通
り
で
あ
る
。
正
確
な
場
所
を
捉
え
に
く
い
の

が
残
念
で

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
僧
房
・
供
事
所
・
布
施
座
は
す
べ
て
朝
堂
院
内
に

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
山
本
は
「
御
斎
会
の
期
間
の
昼
夜
を
通
じ
て
、
八
省
院
は

仏
事
空
間
へ
と
変
貌
し
て
い
た
」
と
正
し
く
評
価
し
た
が
、
さ
ら
に
突
き
詰
め
れ
ば
、

朝
堂
院
は
「
仏
堂
と
し
て
の
大
極
殿
」
を
中
心
と
す
る
寺
院
に
変
貌
し
て
い
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
金
堂
や
塔
こ
そ
な
い
も
の
の
、
講
堂
・
食
堂
・
僧
房
と
い
う
主

要
施
設
を
も
つ
仮
設
寺
院
が
、
毎
年
正
月
の
一
週
間
、
古
代
王
宮
の
中
枢
部
に
出
現

し
た
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
少
し
触
れ
た
法
会
瞳
幡
遺
構
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た

観
点
か
ら
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

4
　
諸
国
法
会
の
統
合

　
大
極
殿
御
斎
会
は
さ
ら
に
広
い
視
野
か
ら
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
御
斎
会

は
諸
国
法
会
を
統
合
す
る
機
能
を
も
ち
、
朝
堂
院
の
仮
設
寺
院
は
言
わ
ば
「
総
国
分

寺
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
と
私
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

2
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
大
極
殿
で
最
勝
王
経
講
讃
が
行
な
わ
れ
て
い
る
間
、
諸

国
国
分
寺
で
も
最
勝
王
経
転
読
が
な
さ
れ
て
い
た
。
中
央
と
地
方
が
連
動
す
る
法
会

形
態
は
、
持
統
九
年
（
六
九
五
）
に
始
ま
っ
た
金
光
明
経
読
経
会
に
淵
源
を
も
つ
と

　
　
　
　
　
（
4
6
）

考
え
ら
れ
る
が
、
御
斎
会
は
次
の
三
点
に
お
い
て
新
し
か
っ
た
。
第
一
に
国
大
寺
僧

（王
宮
）
1
国
分
寺
僧
（
諸
国
）
と
い
う
分
業
体
制
が
確
立
し
た
こ
と
、
第
二
に
そ
の

分
業
が
講
説
（
王
宮
）
ー
読
経
（
諸
国
）
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
こ
と
、
第
三
に
王

宮
ー
諸
国
と
も
夜
の
吉
祥
悔
過
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
た
場
合
、
大
極
殿
御
斎
会
が
創
始
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
神
護
景
雲
元
年
（
七

六

七
）
の
時
点
で
、
諸
国
国
分
寺
が
如
何
な
る
状
況
で
あ
っ
た
か
が
一
つ
の
問
題
と

な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
四
字
年
号
時
代
（
七
四
九
～
七
七
〇
）
、
と
り
わ
け
称
徳
朝

20



吉川真司［大極殿儀式と時期区分論］

（七
六
四

～
七
七
〇
）
は
国
分
寺
制
度
の
確
立
期
で
あ
っ
た
。
天
平
一
三
年
（
七
四
一
）

二
月
に
国
分
寺
建
立
詔
が
出
さ
れ
た
が
、
造
営
は
は
か
ば
か
し
く
進
ま
ず
、
天
平
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

九
年
一
一
月
と
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
六
月
に
督
励
・
催
検
が
命
じ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
称
徳
朝
に
な
る
と
、
国
分
寺
の
財
源
を
確
保
し
つ
つ
、
造
営
・
修
理
に
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

を
注
ぐ
法
令
が
矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ
て
い
る
。
堀
池
春
峰
は
国
分
寺
が
「
全
国
的
に

整
備
を
み
る
に
至
っ
た
の
は
、
道
鏡
政
権
が
成
立
し
た
八
世
紀
後
半
期
と
推
定
」
し

　
　
（
5
0
）

て

い

る
。
称
徳
朝
は
道
鏡
を
重
用
す
る
な
ど
「
仏
教
政
治
」
の
時
期
と
し
て
著
名
で

あ
る
が
、
中
央
で
は
大
極
殿
御
斎
会
、
地
方
で
は
国
分
寺
が
確
立
し
、
新
し
い
法
会

執
行
体
制
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

　

中
央
の
大
寺
院
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
国
分
寺
整
備
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
、
西
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

の
造
営
が
進
め
ら
れ
た
。
天
平
宝
字
八
年
九
月
、
孝
謙
太
上
天
皇
は
仲
麻
呂
乱
鎮
圧

の

た
め
に
金
銅
四
天
王
の
造
像
を
発
願
、
即
位
後
の
翌
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）

に

鋳
造
が
開
始
さ
れ
た
。
同
二
年
に
称
徳
が
西
大
寺
に
行
幸
し
て
い
る
の
は
、
そ
の

四

王
堂

の
完

成
を
意
味
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
大
極
殿
御
斎
会
始
修
の
翌
月
に

あ
た
る
神
護
景
雲
元
年
二
月
に
は
造
西
大
寺
司
が
任
命
さ
れ
、
薬
師
金
堂
・
弥
勒
金

堂

を
始
め
と
す
る
巨
大
伽
藍
が
建
設
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
か
か

る
状
況
を
考
慮
す
る
な
ら
、
称
徳
天
皇
の
構
想
は
概
ね
次
の
よ
う
に
把
握
で

き
る
だ
ろ
う
。
王
宮
の
中
枢
H
大
極
殿
で
御
斎
会
を
行
な
い
、
諸
国
国
分
寺
の
法
会

を
統
合
す
る
。
中
央
で
は
東
大
寺
と
西
大
寺
が
並
び
立
っ
て
鎮
護
国
家
を
祈
り
、
大

極
殿
法
会
が
両
寺
を
統
括
す
る
役
割
を
も
果
た
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
て
み

れ

ば
、
「
総
国
分
寺
」
的
な
役
割
は
「
仏
堂
と
し
て
の
大
極
殿
」
に
こ
そ
相
応
し
い
の

で
は

あ
る
ま
い
か
。
む
ろ
ん
東
大
寺
を
総
国
分
寺
と
見
な
す
立
場
が
古
く
よ
り
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
八
・
九
世
紀
に
こ
の
呼
称
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、

ま
し
て
東
大
寺
は
大
和
国
の
国
分
寺
で
も
あ
っ
た
。
最
勝
王
経
に
よ
る
国
王
・
国
土

の

護
持
は
大
極
殿
御
斎
会
に
お
い
て
最
も
丁
重
に
祈
念
さ
れ
、
多
数
の
官
人
が
参
加

せ

し
め
ら
れ
る
朝
廷
行
事
と
し
て
定
式
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、

大
極
殿
　
国
分
寺
と
い
う
法
会
の
対
応
関
係
は
、
一
般
国
政
に
お
け
る
大
極
殿
ー
国

庁
の

関
係
に
照
応
す
る
。
朝
賀
や
告
朔
と
い
っ
た
儀
式
は
、
大
極
殿
と
国
庁
に
お
い

て

ほ
ぼ
同
時
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
大
極
殿
は
ま
さ
に
聖
俗
両
世
界
に
お
け
る
全
国

統
合
装
置
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
は
、
「
仏
教
政
治
」
下
の
異
常
事
態
で
は
な
い
か
、
と
の

疑
念

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
称
徳
朝
に
創
始
さ
れ
た
大
極
殿

御
斎
会
は
、
そ
の
後
も
絶
え
る
こ
と
な
く
行
な
わ
れ
、
国
家
仏
事
の
中
核
を
担
い
続

け
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
吉
祥
天
悔
過
は
称
徳
の
没
後
、
宝
亀
二
年
（
七
七
こ

に
停
止
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
翌
年
十
一
月
に
は
早
く
も
復
活
が
命
じ
ら
れ
、
宝
亀
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

年
か
ら
恒
例
行
事
と
し
て
定
着
す
る
の
で
あ
る
。
一
時
的
な
反
発
は
あ
っ
た
も
の
の
、

そ
れ
は
吉
祥
悔
過
が
古
代
日
本
国
に
必
要
な
仏
教
行
事
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
の

　
　
　
　
（
5
4
）

証
左
で

あ
り
、
ま
し
て
停
止
さ
え
な
さ
れ
な
か
っ
た
御
斎
会
の
意
義
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
称
徳
朝
の
「
仏
教
政
治
」
に
は
確
か
に
行
き
す
ぎ
た
面
も
見
ら
れ
る
が
、
し

か

し
大
化
改
新
以
来
の
仏
教
政
策
の
集
大
成
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
古
代
日
本
の

　
　
（
5
5
）

「文
明
化
」
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
光
仁
・
桓
武
朝
の
政
策
は
、
そ
れ
を

さ
ら
に
展
開
し
た
も
の
と
言
え
る
。
称
徳
朝
と
光
仁
・
桓
武
朝
の
断
絶
性
ば
か
り
に

目
を
や
る
と
、
こ
う
し
た
歴
史
の
流
れ
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

結
語

　
二
章
に
わ
た
っ
て
大
極
殿
儀
式
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
大
極
殿
儀
式
に
伴
う
宝

瞳
（
瞳
幡
）
、
と
い
う
一
点
に
お
い
て
両
者
は
接
続
す
る
が
、
主
た
る
素
材
と
論
点
は

全
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
二
題
噺
と
の
誹
り
は
免
れ
得
な
い
。
た
だ
し
、
時
期
区

分
論
に
限
っ
て
言
え
ば
、
第
一
章
・
第
二
章
の
主
張
は
同
じ
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
光
仁
・
桓
武
朝
の
画
期
性
を
重
視
し
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
異
議
で
あ
り
、
そ
の

直
前
に
位
置
す
る
四
字
年
号
時
代
の
再
評
価
で
あ
る
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
四
字
年
号
時
代
、
特
に
そ
の
頂
点
と
も
言
え
る
称
徳
朝
は
「
奈

良
時
代
の
袋
小
路
」
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
先
鋭
的
・
躍
動
的
・
創
造
的
な
時
代
で
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あ
っ
た
。
王
権
へ
の
権
力
集
中
、
国
家
財
政
の
富
裕
化
、
中
国
文
明
へ
の
没
入
な
ど

を
伴
い
つ
つ
、
そ
れ
ま
で
の
「
文
明
化
」
過
程
が
総
括
さ
れ
、
平
安
時
代
の
政
治
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

文
化
・
宗
教
の
直
接
の
基
盤
が
こ
の
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
。
光
仁
・
桓
武
朝
は
そ

の
嫡
子
に
他
な
ら
な
い
。
光
仁
・
桓
武
朝
も
確
か
に
小
画
期
と
認
め
ら
れ
よ
う
が
、

余
り
に
そ
れ
ば
か
り
を
強
調
す
る
と
、
桓
武
の
宣
揚
し
た
「
王
朝
交
替
の
物
語
」
に

取
り
込
ま
れ
る
結
果
と
な
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
の
私
見
も
、
い
く
つ
か
の
微
細
な
素
材
を
考
証
し
て
得
ら
れ
た
仮
説
で

あ
る
。
日
本
古
代
史
の
時
期
区
分
を
全
体
と
し
て
ど
う
考
え
る
か
、
ま
た
「
奈
良
時

代
」
と
「
平
安
時
代
」
の
連
続
性
と
断
絶
性
は
如
何
。
本
稿
は
そ
う
し
た
こ
と
を
再

考
す
る
た
め
の
、
さ
さ
や
か
な
問
題
提
起
に
過
ぎ
な
い
。

註（
1
）
　
吉
川
真
司
「
平
安
京
」
「
院
宮
王
臣
家
」
（
同
編
『
日
本
の
時
代
史
五
　
平
安
京
』
、
吉
川
弘
文

　

館
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
律
令
体
制
の
形
成
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
日
本

　

史
講
座
一
　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
の
形
成
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
、
同
「
律

　

令
体
制
の
展
開
と
列
島
社
会
」
（
上
原
真
人
他
編
『
列
島
の
古
代
史
八
　
古
代
史
の
流
れ
』
、
岩

　
　
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
。
ま
た
エ
ッ
セ
イ
で
は
あ
る
が
、
同
「
「
九
世
紀
史
」
を
疑
う
」
（
『
本

　
　
郷
』
四
一
、
二
〇
〇
二
年
）
は
本
稿
に
直
接
関
わ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

（
2
）
　
た
だ
し
、
朝
儀
の
「
旗
幟
」
自
体
は
『
日
本
書
紀
』
推
古
十
一
年
十
一
月
是
月
条
に
初
見
す

　
　
る
。

（
3
）
　
吉
川
真
司
「
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼
」
（
『
年
報
都
城
』
一
〇
、
一
九
九
九
年
）
。

（
4
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
W
二
九
九
三
年
）
。
以
下
、
「
『
平

　
　
城
報
告
』
肌
」
と
略
称
す
る
。

（
5
）
　
金
子
裕
之
「
平
城
宮
の
宝
瞳
遺
構
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
延
喜
式
研
究
』
一
八
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
6
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
氾
（
一
九
八
二
年
）
。
以
下
、
「
『
平

　
　
城
報
告
』
氾
」
と
略
称
す
る
。
な
お
、
問
題
の
遺
構
「
S
B
七
一
四
一
」
は
一
九
七
一
年
に
実

　
　
施
さ
れ
た
第
七
二
次
（
南
）
発
掘
調
査
（
⊥
ハ
A
B
Q
区
C
地
区
）
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
も
の

　
　
で
あ
る
。

（
7
）
　
西
本
昌
弘
「
孝
謙
・
称
徳
天
皇
の
西
宮
と
宝
瞳
遺
構
」
（
続
日
本
紀
研
究
会
編
『
続
日
本
紀
の

　
　
諸
相
』
、
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
8
）
　
『
延
喜
式
』
巻
四
九
、
兵
庫
寮
。

（
9
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
昭
和
五
九
年
度
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
二

　
　
九
八
五
年
）
は
、
「
朝
賀
の
瞳
柱
と
推
定
さ
れ
た
S
X
＝
二
五
二
～
＝
二
五
八
の
七
ヵ
所
の

　
　
掘
立
柱
穴
（
柱
痕
跡
三
個
を
一
つ
の
横
長
の
掘
形
内
に
置
く
）
に
つ
い
て
も
、
奈
良
時
代
後
半

　
　
か
平
城
上
皇
の
時
期
に
属
す
と
さ
れ
る
が
、
第
一
五
二
次
調
査
で
検
出
し
た
も
の
は
最
終
段
階

　
　
に
使
用
さ
れ
た
瞳
柱
と
考
え
、
初
め
て
立
て
ら
れ
た
の
は
そ
れ
以
前
に
遡
る
と
考
え
る
こ
と
も

　
　
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
。
ち
な
み
に
『
平
城
報
告
』
鼎
の
調
査
日
誌
（
二
〇
頁
）
に
は
⊃
時

　
　
期
分
と
理
解
す
べ
き
か
」
と
あ
り
、
金
子
論
文
も
「
遺
構
自
体
の
断
ち
割
り
調
査
の
所
見
で
も
、

　
　
同
一
箇
所
で
幾
度
も
掘
り
直
し
た
と
は
い
い
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て
、
い
か
に

　
　
も
歯
切
れ
が
悪
い
。

（
1
0
）
　
二
〇
〇
三
年
一
月
に
「
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
都
市
」
研
究
会
で
報
告
し
た
際
、
複
数

　
　
の
出
席
者
か
ら
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
H
）
　
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
　
二
〇
〇
五
』
（
二
〇
〇
五
年
）
。

（
1
2
）
　
さ
し
あ
た
り
『
平
城
報
告
』
氾
の
自
騨
☆
「
S
D
五
五
九
〇
付
近
の
土
層
堆
積
」
（
七
七
頁
）

　
　
に
お
け
る
S
B
七
八
〇
三
（
同
じ
く
上
層
礫
敷
面
で
検
出
さ
れ
、
第
皿
期
と
さ
れ
る
建
物
遺
構
）

　
　
の
状
況
が
参
考
に
な
る
。
金
子
が
示
し
た
野
帳
デ
ー
タ
か
ら
は
層
位
の
詳
細
が
よ
く
わ
か
ら
な

　
　
い
。

（
1
3
）
　
『
平
城
報
告
』
W
で
「
二
度
の
宝
瞳
跡
と
す
る
見
方
も
あ
る
」
（
＝
ハ
七
頁
）
と
紹
介
さ
れ
、

　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
宮
跡
資
料
館
図
録
』
（
一
九
九
八
年
）
に
写
真
掲
載
さ
れ
た
復

　
　
原
模
型
も
こ
の
学
説
を
採
る
。
金
子
に
よ
れ
ば
、
宝
瞳
遺
構
説
の
鳴
矢
は
田
中
琢
『
平
城
京
』
（
岩

　
　
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
だ
と
い
う
。
西
本
も
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
昭
和
五
八
年
度
平

　
　
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概
報
』
（
一
九
八
四
年
）
が
「
宝
瞳
等
の
跡
の
可
能
性
は
高
く

　
　
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
1
4
）
　
渡
辺
晃
宏
「
平
城
宮
第
一
次
大
極
殿
の
成
立
」
（
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
　
二
〇
〇
三
』
、

　
　
二
〇
〇
三
年
）
。

（
1
5
）
　
共
同
研
究
「
律
令
国
家
転
換
期
の
王
権
と
都
市
」
の
討
論
の
場
で
、
西
本
か
ら
瞳
柱
管
が
常

　
　
設
施
設
で
あ
っ
た
な
ら
邪
魔
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
私
は
美
麗
な
構
築
物
ゆ

　
　

え
、
さ
ほ
ど
目
障
り
で
も
な
い
と
思
う
が
、
七
基
す
べ
て
が
常
設
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
は

　
　
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

（
1
6
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
・
藤
原
京
展
　
古
代
律
令
国
家
の
構
造
』
（
朝
日
新
聞
社
、

　
　
二
〇
〇
二
年
）
。

（
1
7
）
　
毛
利
光
俊
彦
氏
か
ら
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
奈
良
文
化
財
研
究
所
編
『
山
田
寺
発
掘
調
査
報

　
　
告
』
（
二
〇
〇
二
年
）
、
参
照
。

（
1
8
）
　
宝
亀
十
一
年
十
二
月
廿
五
日
「
西
大
寺
資
財
流
記
帳
」
（
『
寧
楽
遺
文
』
中
巻
三
九
五
頁
）
、
貞

　
　
観
九
年
六
月
十
一
日
「
安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
」
（
『
平
安
遺
文
』
一
六
四
号
）
、
長
元
八
年
十

　
　
一
月
二
日
「
東
大
寺
検
損
色
帳
」
（
『
平
安
遺
文
』
五
五
一
号
）
。
ま
た
宝
瞳
で
は
な
い
が
、
東
大

　
　
寺
毘
沙
門
天
立
像
が
「
鋳
銅
ノ
管
ヲ
地
底
二
立
ツ
。
ソ
ノ
深
サ
一
丈
二
尺
。
検
柱
ヲ
以
テ
管
中
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二
立
テ

テ

心

ト
ナ
シ
、
ソ
ノ
上
ノ
柱
・
井
桁
二
像
ヲ
作
ル
也
」
と
い
う
方
法
で
立
て
ら
れ
て
い

　
　

た
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
（
承
和
五
年
八
月
三
日
「
造
東
大
寺
所
記
文
案
」
『
平
安
遺
文
』
六
三

　
　
号
）
。

（
1
9
）
　
斎
藤
忠
『
瞳
竿
支
柱
の
研
究
』
（
第
一
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
2
0
）
　
西
本
は
こ
う
し
た
回
帰
現
象
を
否
定
す
る
が
、
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
院
の
宝
瞳
遺
構
が
第

　
　

－
期
に
遡
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
批
判
は
成
立
し
な
く
な
る
。
ま
た
仮
に
称
徳
朝
に
お
け
る
宝

　
　
瞳
樹
立
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
位
置
は
前
代
を
継
承
し
た
も
の
で
、
一
時
的
回
帰
現

　
　
象
と
評
価
で
き
よ
う
。

（
2
1
）
　
以
上
、
『
小
右
記
』
寛
弘
八
年
九
月
十
六
日
条
。

（
2
2
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
八
月
甲
子
条
「
左
右
兵
衛
府
。
折
衝
禁
暴
、
虎
奔
宣
威
。
故
改

　
　
為
左
右
虎
貴
衛
」
、
天
平
宝
字
八
年
九
月
丙
辰
条
「
勅
。
逆
人
仲
麻
呂
執
政
。
奏
改
官
名
。
宜
復

　
　
旧
焉
」
。

（
2
3
）
　
天
平
宝
字
二
年
十
月
廿
五
日
「
散
位
寮
牒
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
一
四
巻
二
〇
八
頁
）
。

（
2
4
）
　
吉
川
真
司
「
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
歴
史
的
位
置
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
』
、

　
　
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
。

（
2
5
）
　
若
井
敏
明
「
七
・
八
世
紀
に
お
け
る
宮
廷
と
寺
院
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
七
、
一
九
九
二

　
　
年
）
。

（
2
6
）
　
勝
浦
令
子
「
八
世
紀
の
内
裏
仏
事
と
女
性
」
（
同
『
日
本
古
代
の
僧
尼
と
社
会
』
、
吉
川
弘
文

　
　
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
発
表
一
九
九
五
年
）
、
参
照
。

（
2
7
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
十
月
丙
寅
条
。
た
だ
し
、
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
院
が
「
中
宮
」
と

　
　
呼
ば
れ

た
と
す
る
学
説
に
従
う
な
ら
、
同
神
亀
四
年
二
月
辛
酉
条
の
「
請
僧
六
百
・
尼
三
百
於

　
　
中
宮
、
令
転
読
金
剛
般
若
経
。
為
錆
災
異
也
」
と
い
う
記
事
を
大
極
殿
法
会
の
初
見
と
見
な
す

　
　
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
8
）
　
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
同
『
日
本
古
代
社
会
と
仏
教
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五

　
　
年
、
初
発
表
一
九
九
三
年
）
。
以
下
、
大
極
殿
御
斎
会
の
特
質
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

　
　
こ
の
吉
田
論
文
に
依
拠
し
な
が
ら
論
述
す
る
。

（
2
9
）
　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
正
月
八
日
乙
丑
条
（
こ
の
と
き
成
立
し
た
の
で
は
な
い
）
。

（
3
0
）
　
倉
林
正
次
「
御
斎
会
の
構
成
」
（
同
『
饗
宴
の
研
究
　
歳
事
・
索
引
編
』
、
桜
楓
社
、
一
九
九

　
　
二
年
、
初
発
表
一
九
八
一
年
）
。

（
3
1
）
　
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
前
掲
∀
。

（
3
2
）
　
榎
本
榮
一
「
御
斎
会
試
論
」
（
『
東
洋
学
研
究
』
三
五
、
一
九
九
八
年
）
。

（
3
3
）
　
山
本
崇
「
御
斎
会
と
そ
の
舗
設
」
（
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
　
二
〇
〇
四
』
、
二
〇
〇
四

　
　
年
）
。
な
お
、
山
本
論
文
は
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
研
究
会
「
文
献
か
ら
見
た
大
極
殿
院
の
使
用

　
　
方
法
の
研
究
」
で
の
二
度
に
わ
た
る
報
告
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
私
は
、
空
間
構
造

　
　
の
復
原
と
意
義
付
け
に
つ
い
て
詳
し
く
意
見
を
述
べ
、
ま
た
舗
設
図
（
私
案
）
と
基
本
史
料
を

　
　
提
供
し
た
。
本
稿
の
論
述
は
そ
の
責
任
を
負
う
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。

（
3
4
）
　
御
斎
会
に
准
ず
る
大
極
殿
講
経
会
の
舗
設
状
況
を
示
す
史
料
で
あ
り
、
御
斎
会
を
考
え
る
上

　
　

で
も
参
考
に
な
る
。
堀
裕
氏
か
ら
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
3
5
）
　
榎
本
榮
一
「
御
斎
会
試
論
」
（
前
掲
）
。

（
3
6
）
　
岡
田
英
男
「
八
角
円
堂
の
平
面
と
構
造
」
（
『
平
安
京
歴
史
研
究
』
、
杉
山
信
三
先
生
米
寿
記
念

　
　
論
集
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
）
。
な
お
、
大
野
敏
「
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
厨
子
」
（
『
建
築
史
学
』

　
　
二
九
、
一
九
九
七
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
3
7
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
山
本
復
原
図
に
問
題
が
あ
り
、
榎
本
復
原
図
の
ほ
う
が
ま
だ
良
い
。

（
3
8
）
　
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
前
掲
）
。

（
3
9
）
　
山
岸
常
人
『
中
世
寺
院
社
会
と
仏
堂
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
4
0
）
　
榎
本
復
原
図
・
山
本
復
原
図
に
は
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
が
、
『
年
中
行
事
絵
巻
』
（
舞
楽
段
）

　
　

に
も
確
か
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
4
1
）
　
「
仏
堂
と
し
て
の
大
極
殿
」
と
い
う
理
解
を
最
初
に
示
し
た
の
は
、
榎
本
榮
一
「
御
斎
会
試
論
」

　
　
（
前
掲
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
榎
本
論
文
に
は
史
料
解
釈
上
の
問
題
点
が
少
な
く
な
い
。

（
4
2
）
　
『
延
喜
式
』
巻
三
六
、
主
殿
寮
に
正
月
最
勝
王
経
斎
会
料
の
油
・
灯
娃
布
・
灯
蓋
・
炭
・
薪
な

　
　
ど
に
関
す
る
規
定
が
見
え
る
が
、
僧
房
の
灯
蓋
は
三
十
口
と
あ
っ
て
衆
僧
の
数
に
等
し
い
。
部

　
　
屋
ご

と
に
灯
蓋
が
支
給
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
一
人
］
部
屋
ず
つ
の
僧
房
が
仮
設
さ
れ
た
こ
と

　
　
に
な
る
。

（
4
3
）
　
『
延
喜
式
』
巻
三
三
、
大
膳
下
、
同
巻
三
五
、
大
炊
寮
、
同
巻
三
九
、
内
膳
司
、
同
巻
四
十
、

　
　
造
酒
司
：
王
水
司
。

（
4
4
）
　
『
続
日
本
紀
』
同
年
十
月
甲
子
条
。
大
極
殿
と
中
宮
供
養
院
は
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
た
と
は
考
え

　
　
ら
れ
ず
、
平
城
宮
中
央
区
大
極
殿
院
が
当
時
「
中
宮
」
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
学
説
に
有
利
な
材

　
　
料
を
提
供
し
て
い
る
。
山
本
崇
「
御
斎
会
と
そ
の
舗
設
」
（
前
掲
）
も
同
様
に
考
え
る
が
、
「
中

　
　
宮
供
養
院
は
、
「
御
斎
会
僧
房
」
と
み
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
か
」
と
す
る
の
は
失
考
で
あ
ろ
う
。

（
4
5
）
　
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
十
月
十
六
日
条
。
こ
の
年
は
講
堂
が
再
建
さ
れ
て
お
ら
ず
、
食
堂
で
講

　
　
説
が
行
な
わ
れ
た
が
、
細
殿
儀
は
例
年
の
如
く
で
あ
っ
た
。

（
4
6
）
　
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
前
掲
）
。

（
4
7
）
　
井
上
薫
『
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
、
堀
池
春
峰
「
国
分
寺

　
　
の
歴
史
」
（
同
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
上
　
東
大
寺
篇
』
、
法
蔵
館
、
一
九
八
〇
年
、
初
発
表
一

　
　
九
七
五
年
）
。

（
4
8
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
三
年
三
月
乙
巳
条
・
天
平
十
九
年
十
一
月
己
卯
条
・
天
平
勝
宝
八
歳
六

　
　
月
乙
酉
条
。

（
4
9
）
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
三
、
国
分
寺
事
、
天
平
宝
字
八
年
十
一
月
十
一
日
太
政
官
符
・
天
平
神
護

　
　
二
年
八
月
十
八
日
太
政
官
符
・
神
護
景
雲
元
年
十
一
月
十
二
日
勅
。

（
5
0
）
　
堀
池
春
峰
「
国
分
寺
の
歴
史
」
（
前
掲
）
。

（
5
1
）
　
福
山
敏
男
「
西
大
寺
の
創
建
」
（
同
『
日
本
建
築
史
研
究
続
編
』
、
墨
水
書
房
、
一
九
七
一
年
、

　
　
初
発
表
一
九
六
六
年
）
。
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（
5
2
）
　
最
近
で
は
山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
、

　

栄
原
永
遠
男
「
紫
香
楽
か
ら
大
養
徳
へ
」
（
G
B
S
実
行
委
員
会
編
『
論
集
東
大
寺
の
歴
史
と
教

　
　
学
』
、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
が
〈
東
大
寺
1
1
総
国
分
寺
〉
説
を
再
評
価
し
て
い
る
。

（
5
3
）
　
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
正
月
辛
未
条
・
宝
亀
三
年
十
一
月
丙
戌
条
。

（
5
4
）
　
吉
田
一
彦
「
御
斎
会
の
研
究
」
（
前
掲
）
。

（
5
5
）
　
吉
川
真
司
「
藤
原
氏
の
創
始
と
発
展
」
（
同
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
九
八

　
　
年
、
初
発
表
一
九
九
五
年
）
。

（
5
6
）
　
吉
川
真
司
「
上
宣
制
の
成
立
」
（
前
掲
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
、
一
九
九
八
年
）
や
同
「
国
際
交

　
　
易
と
古
代
日
本
」
（
紀
平
英
作
・
吉
本
道
雅
編
『
京
都
と
北
京
』
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

　
　
な
ど
で
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
デ
ッ
サ
ン
を
行
な
っ
た
。

図
版
出
典

図図図図4321
吉
川
「
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼
」
（
年
報
都
城
一
〇
）

吉
川
「
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼
」
（
年
報
都
城
一
〇
）

吉
川
「
長
岡
宮
時
代
の
朝
廷
儀
礼
」
（
年
報
都
城
一
〇
）

山
本
崇
「
御
斎
会
と
舗
設
」
（
奈
文
研
年
報
二
〇
〇
四
）

第
3
図
（
改
良
）

第
2
図
（
〃
）

第
4
図
（
〃
）

図
4
0
・
図
4
1

（京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
（
二
〇
〇
六
年
五
月
三
一
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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Daigokuden　Ceremonies　and　the　Class近cation　of　Periods

YosHIKAwA　Shinji

　　　This　paper　examines　the　classi6cation　of　periods　in　ancient　Japanese　history　based　on　cerenlonies　perfb㎜ed　at　the

Daigokuden　with　the　aim　of　clarifying　the　periods　that　existed　between　749　and　770　when　fbur－character　period　names

were　adopted　in　accordance　with　the　Chinese　system．

　　　The　first　section　reinvestigates　the　seven　decorative　banners（hodo）that　stood　in　a　row　in　front　of　the　Daigokuden

when　accession　rituals　and　the　Choga　ceremony　on　New　Year’s　Day　were　held．　The　author　previously　argued　that　1）

the　fbundations　of　the　banners　were　beautiful　permanent　structures；and　2）although　there　were　two　Daigokuden－in　in

He60　Palace－－one　in　the　central　precinct　and　one　in　the　eastem　precinct－－it　is　accepted　that　banners　stood　in　both　ar－

eas．　Hiroyuki　Kaneko　has　attacked　this　argument　saying　that　it　commits　a　serious　error　with　regard　to　the　interpreta－

tion　of　the　ancient　remains．　He　rejects　that　banners　were　erected　at　the　Daigokuden－in　in　the　central　precinct　of　He茸o

Palace　and　also　r（蓼ects　that　the　fbundations　of　the　banners　at　the　Daigokuden－in　in　the　eastem　precinct　were　pemlanent

structures．　Masahiro　Nishimoto　had　advanced　a　new　interpretation　that　suggests　that　the　remains　of　the　banners　at　the

Daigokuden－in　in　the　central　precinct　are　associated　with　the　Nishinomiya　during　the　reign　of　Empress　Shotoku．　Fol－

lowing　a　detailed　examination　of　these　criticisms，　the　author　has　reached　the　conclusion　that　there　his　no　need　to　amend

his　opinion　because　they　take　insuf五cient　account　of　the　specific　properties　of　the　banners　that　would　have　been　re－

erected　time　and　time　again　on　the　same　site．　Thus，　the　argument　rests　on　the　interpretation　of　the　ancient　remains．

Furthermore，　with　respect　to　the　banners　and　the　imperial　guard　units，　it　is　believed　that　their　design　was　revamped　in

the　second　year　of　the　Tempyo　H（ヵi　era　and　that　they　can　be　understood　in　the　context　of　their　association　with　the　Fu－

jiwara　no　Nakamaro　administration’s　policies　fbr　Chinese　acculturation．　Consequently，　not　much　credibility　can　be　giv－

en　to　the　importance　of　the　Kammu　era　attached　by　Kaneko．

　　　The　second　section　examines　Buddhist　ceremonies　held　at　the　Daigokuden，　a　subject　that　has　received　scant　atten－

tion　to　date．　During　the　Heian　period，　Gosai－e　ceremonies　were　the　main　Buddhist　services　held　at　Daigokuden．　It　is

believed　that　it　was　during　the　reign　of　Empress　Shotoku　that　they　were　first　held　at　the　start　of　the　year　fbr　reading　the

Saisho　Okyo　sutra．　The　significance　of　the　Gosai－e　must　be　understood　in　terms　of　its　spatial　structure．　The　author　was

able　to　collfirm　the　fbllowing　features　by　looking　at　several　plans　fOr　its　restoration：1）The　imperial　throne　was　used　as

the　throne㊤r　the　Vairocana　Buddha；2）the　square　plat飴㎝on　which　the　imperial　throne　was　placed　was　regarded　as

ashumidan－－aplatfOrm　on　which　a　Buddha　was　seated；3）the　entire　Daigokuden　became　a　Buddhist　hall　called　a“ko－

dδ；and　4）the　Chodo－in　was　used　as　living　quarters　fOr　Buddhist　monks　and　fbr　memorial　services．　That　is　to　say，　fOr
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one　week　every　New　Year　a　temporary　temple　containing　the　important　facilities　of　a　hall，　dining　hall　and　living　quarters

appeared　in　the　central　area　of　imperial　palaces　during　the　ancient　period．　Viewed　from　the　perspective　of　Buddhist　ser－

vices，　we　may　regard　this　temporary　temple　as　serving　as　the　main　Kokubun－ji　temple　fbr　the　Kokub皿一ji　temples　lo－

cated　in　each　province．　Although　one　would　like　to　call　this　an　innovative　method　of　using　the　Daigokuden，　it　was　not

out　of　the　usual　within　the“Buddhist　politics”of　the　reign　of　Empress　Shotoku．　Viewed　from　the　perspective　of　these

same　services　becoming　established　as　a　yearly　event　during　the　Heian　period，　it　represented　an　end　point　of“civiliza－

tion”for　which　Buddhism　was　one　of　the　driving　forces．

　　　Even　though　the　main　materials　and　points　of　contention　in　the　examination　of　Daigokuden　ceremonies　in　sections

one　and　two　are　completely　different，　they　point　in　the　same　direction　in　tems　of　the　debate　on　the　classification　of　pe－

riods．　They　dispute　the　excessive　emphasis　placed　on　the　epochal　qualities　of　the　Konin　and　Kammu　eras，　and，　more－

over，　re－evaluate　the　period　of　four－character　period　names　that　comes　immediately　before．　The　author　contends　that

this　period，　especially　its　zenith　at　the　time　of　the　reign　of　Empress　Shotoku，　was　not　the“cul－de－sac　of　the　Nara　period，”

but　instead　was　a　radical，　active　and　creative　period．　It　was　du亘ng　this　penod　that　along　with　the　concentration　of　au－

thority　in　the　imperial　throne，　the　wealth　of　state五nances　and　the　preoccupation　with　Chinese　civilization　that　brought

together　the　process　of‘‘civilization”up皿til　that　time　created　an　immediate　fbundation　fbr　the　politics，　culture　and　re－

ligions　of　the　Heian　period．　The　Konin　and　Kammu　eras　should　also　be　acknowledged　as　eras　of　some　importance，　but

if　we　stress　only　these　eras　we　run　the　risk　of　becoming　caught　up　in　the“Tale　of　the　Changing　Imperial　Dynasties” pro－

moted　by　Emperor　Kammu．

25


